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要旨

　ドイツの産業集中体制は同国資本主義の「協調的」特質と深くかかわる重要な

要素をなすものである。企業間関係，企業間結合の特殊的なあり方はそのひとつ

の基軸をなすものであるが，なかでも，人的結合関係は，産業と銀行の間の関係，

産業企業間の関係のいずれにおいても，企業間の協調の重要な手段をなしてきた。

ドイツでは，銀行の役員によるさまざまな産業の企業のトップ・マネジメント機

関における兼任のみならず，銀行の監査役会においても産業企業の役員による兼

任がみられる。そのような状況のもとで，産業企業の役員による他社のトップ・

マネジメント機関における兼任も多くみられる。それゆえ，ドイツの基幹産業部

門を構成する各産業における代表的企業の役員による兼任の構造を明らかにする

ことは，研究上の重要な課題となる。

　筆者はすでに，1965 年株式法以前の 50 年代末頃および同法以降の 1960 年代末

頃の時期を対象として，ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行というかつ

ての 3 大銀行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）が他社の監査役会や取締

役会というトップ・マネジメント機関においてどのような兼任関係を築いていた

のかという点の分析を行っている（「1965 年株式法以前の時期におけるドイツ 3 大銀行

の役員兼任の構造」『立命館経営学』，第 57 巻第 3 号，2018 年 9 月，「1965 年株式法以後の

時期におけるドイツ 3 大銀行の役員兼任の構造」『立命館経営学』，第 57 巻第 4 号，2018 年

11 月）。筆者はさらに，ドイツの基幹産業部門のひとつである鉄鋼業を取り上げて，

その代表的企業 8 社の役員による他社のトップ・マネジメント機関における兼任

構造の考察を行っている（「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ鉄鋼業企業 8 社の役

員兼任の構造」『立命館経営学』，第 57 巻第 5 号，2019 年 1 月）。それらをふまえて，本

稿では，ドイツの基幹産業部門の一翼をなす化学産業，電機産業，自動車産業を

取り上げて，その代表的企業の役員による他社のトップ・マネジメント機関での

兼任の構造を考察し，その実態とそこにみられる特徴を明らかにする。

＊ 立命館大学経営学部　教授
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Ⅴ　むすびにかえて

Ⅰ　はじめに

　国際比較の視点からみると，企業経営の展開と同様に，企業間関係に基づく産業集中体制に

は，各国に共通する傾向とともに独自的なあり方がみられる。そのような産業集中の体制は，

企業間の競争と協調のあり方と深く関係するものである。この点をドイツについてみると，
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「協調的資本主義」1）として特徴づけられる独自的な集中体制が築かれ，同国企業の経営行動 2）

の重要な基盤をなしてきた。産業と銀行の間や産業企業間にみられる特殊的な関係の構築は，

産業集中体制の基軸をなすものであり，企業間の協調の基盤となってきた。なかでも，役員兼

任による人的結合関係は，そのような協調の重要な手段をなしている。ドイツでは，銀行の役

員によるさまざまな産業の企業のトップ・マネジメント機関における兼任のみならず，銀行の

監査役会においても産業企業の役員による兼任が広くみられる。そのような状況のもとで，産

業企業の役員による他社のトップ・マネジメント機関での兼任も多くみられる。企業間の協調

の重要な基盤をなすこのような人的結合の展開について，銀行業の代表的企業の役員兼任によ

る人的結合のみならず，ドイツの基幹産業部門における代表的企業の役員兼任の構造を明らか

にすることも，企業間協調の基盤を明らかにする上での重要な問題となってくる。

　産業企業の役員の兼任構造をみると，当該産業企業の監査役会に銀行出身のメンバーが存在

する場合には，こうした人物については出身の銀行と関係をもつ企業との間で兼任が生まれて

いることも多く，役員兼任の成立する産業や企業の数，兼任件数自体も多くなる傾向にある。

その場合，兼任先の企業の経営に関する戦略的方針の決定という監査役会の果たす機能，それ

にかかわる有益な情報の交換・共有など，役員兼任による人的結合のもつ意義は，さらに大き

なものとなりうる。

　このような役員兼任による人的結合関係は，まず直接兼任のかたちで築かれることになる

が，直接的な人的結合関係がみられない異なる企業の監査役会あるいは取締役会のメンバーで

ある 2 人の人物がともにこれら 2 社とは異なる他社のコントロール機関である監査役会のメ

ンバーである場合，あるいは業務執行機関である取締役会のメンバーとなっている場合には，

間接的な人的結合である間接兼任が成立することになる。こうしたケースでは，そのような兼

任関係にある企業同士において協調の可能性が生まれてくることになる。同一産業部門内にお

ける水平的な人的結合では，競争企業間の直接的な人的結合は非常に少ないのに対して，間接

的な人的結合は多い傾向にあるという指摘もみられる 3）。それゆえ，他社のトップ・マネジメ

ント機関，ことに監査役会における企業間の間接兼任構造の解明も，重要な問題となってく

る。しかし，これまでの研究においては，ドイツの基幹産業部門における主要企業の役員によ

る他社との人的結合関係の個別具体的な構造については，明らかにされてはこなかった。

　ドイツにおける役員兼任による企業間の人的結合については，筆者はすでに，第 2 次大戦

後の大企業の解体とその後の再結合による産業集中体制の再編がほぼ完了した時期であるとと

もに 1965 年株式法以前の時期でもある 1950 年代末頃を対象として，ドイツ銀行，ドレス

ナー銀行，コメルツ銀行というかつての 3 大銀行の役員（監査役会および取締役会のメンバー）

が他社の監査役会や取締役会というトップ・マネジメント機関においてどのような兼任関係を

築いていたのかという点の分析を行っている 4）。また 1965 年株式法によって 1 人の人物によ
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る監査役会における兼任数に制限が加えられることになったが 5），筆者は，同法以前の状況と

の比較の視点から，同法以降の時期として，1960 年代末頃の時期を対象として，3 大銀行の

役員による兼任の構造の考察を行っている 6）。さらに，同じく 1965 年株式法以降の時期にあ

たる 60 年代末頃の時期を対象にして，ドイツの基幹産業部門のひとつである鉄鋼業を取り上

げて，その代表的企業 8 社の役員による他社のトップ・マネジメント機関における兼任の構

造の考察を行っている 7）。

　そこで，これらの考察をふまえて，それらとの比較の視点のもとに，本稿では，ドイツの基

幹産業部門の一翼をなす化学産業，電機産業および自動車産業を取り上げて，これらの産業を

代表する主要企業の役員による他社のトップ・マネジメント機関での兼任の構造を考察し，そ

の実態とそこにみられる諸特徴を明らかにしていく。本稿においてこれら 3 つの産業を取り

上げる理由は，以下の点にある。化学産業は，鉄鋼業とならぶドイツ資本主義の最も有力かつ

重要な基幹産業のひとつであり，戦後の IG ファルベンの解体によって誕生した 3 大企業であ

る BASF，バイエル，ヘキストによる大企業体制となってきた。電機産業も高い国際競争力を

有する最も重要な基幹産業のひとつであり，19 世紀末から 20 世紀初頭にジーメンスと AEG

による 2 大独占体制が成立し，それが 1980 年代前半の AEG の経営破綻まで維持されてきた。

自動車産業は 1970 年代初頭までの戦後の経済成長期に鉄鋼業，化学産業，電機産業とならぶ

有力な基幹産業に成長した部門であるが，民族資本であるダイムラー・ベンツ，フォルクス

ワーゲン，BMW の 3 社が中心的な位置を占める構造となってきた。それだけに，これら 3 つ

の産業における代表的企業の役員兼任による企業間の人的結合の構造を明らかにすることは，

ドイツ資本主義の協調的特質の基盤を把握する上で重要な意味をもつ。

　なお本稿において利用する資料について述べておくことにしよう。本稿では，化学産業の 3

社，電機産業の 2 社，自動車産業の 3 社の役員による企業間の兼任関係について，G. 

Mossner (Hrsg.), Handbuch der Direktoren und Aufsichtsräte―seit 1898―, Bd.I, Nach 

Personen geornet, Jahrgang 1970/71（Finanz- und Korrespondenz-Verlag, Berlin）に依拠して

分析を行うことにする 8）。

　以下では，まずⅡにおいて化学産業の最大企業 3 社である BASF，バイエル，ヘキストの

役員が他社のトップ・マネジメント機関において兼任を行うことによって成立していた人的結

合の構造を考察する。Ⅲでは，電機産業の 2 大企業であるジーメンスと AEG の役員による同

様の機関での兼任構造を分析する。またⅣでは，自動車産業を代表する民族系資本の企業であ

るダイムラー・ベンツ，フォルクスワーゲン，BMW の 3 社の役員による同様の機関での兼任

構造を分析する。Ⅱ，ⅢおよびⅣでは，他社の監査役会での直接兼任と間接兼任，取締役会で

の直接兼任について分析する。それらの考察をふまえて，Ⅴでは，本稿の結語について述べる

ことにする。
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Ⅱ　化学産業の主要企業 3 社の役員による他社の

トップ・マネジメント機関における兼任構造

　Ⅱでは，化学産業の主要企業 3 社の役員による他社のトップ・マネジメント機関における

兼任構造について，考察を行う。まず 1 において，化学産業の主要企業 3 社の役員による他

社の監査役会における直接兼任の構造についてみた上で，それをふまえて，2 では，他社の監

査役会において 3 社あるいはそのうちの 2 社の間で成立していた間接兼任の構造を考察する。

さらに 3 では，他社の取締役会での直接兼任の構造について分析する。

1　他社の監査役会における直接兼任構造

　　　（1）BASF 役員の直接兼任構造

　まず他社の監査役会における直接兼任構造についてみることにしよう。BASF 役員の直接兼

任による人的結合について，同社の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会にお

いて直接兼任の関係にあったケースをみると（表 1 参照），兼任が成立していた企業数は 42 で

あり，合計 48 件の兼任関係が成立していた。その内訳を産業別にみると，炭鉱業では 3 社で

3 件，鉄鋼業では 3 社で 3 件，金属産業・金属加工業では 2 社で 2 件，化学産業では 8 社で

12 件，電機産業では 4 社で 4 件，自動車産業では 1 社で 1 件，機械産業では 3 社で 3 件，石

表 1　BASF 役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), Handbuch der Direktoren und Aufsichtsräte―seit 1898―，Bd.I, Nach Personen 
geornet, Jahrgang 1970/71, Finanz- und Korrespondenz-Verlag, Berlin, BASF AG, Geschäftsbericht，各年度

版，Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

監査役会
名誉会長

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 1 社 1 件 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 3 社 3 件

鉄 鋼 業 ― 1 社 1 件 ― 2 社 2 件 3 社 3 件

金属産業・金属加工業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 2 件

化 学 産 業 1 社 1 件 3 社 3 件 1 社 1 件 6 社 7 件 8 社 12 件

電 機 産 業 ― 2 社 2 件 1 社 1 件 1 社 1 件 4 社 4 件

自 動 車 産 業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

機 械 産 業 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 1 社 1 件 3 社 3 件

石 油 産 業 ― ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

繊維・紡績・織物産業 ― ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件

銀 行 業 1 社 1 件 2 社 2 件 1 社 1 件 3 社 3 件 5 社 7 件

保 険 業 ― ― 1 社 1 件 2 社 2 件 3 社 3 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

交 通 業 ― 1 社 1 件 1 社 1 件 ― 2 社 2 件

そ の 他 の 産 業 2 社 2 件 2 社 2 件 ― 1 社 1 件 5 社 5 件

全 産 業 6 社 6 件 14 社 14 件 8 社 8 件 19 社 20 件 42 社 48 件
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油産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 1 社で 1 件，銀行業では 5 社で 7 件，保

険業では 3 社で 3 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社で 1 件，交通業では 2 社

で 2 件，その他の産業では 5 社で 5 件となっている。なかでも，BASF と同業の化学産業で

は，兼任相手の企業数と兼任件数のいずれにおいても，最も多かった。兼任相手の企業の属す

る産業では，銀行業以外では，炭鉱業，鉄鋼業，化学産業，電機産業，機械産業といった重化

学工業部門との関係が強かったといえる。

　兼任ポストの職位をふまえてみると，監査役会名誉会長の職による兼任は，炭鉱業の Gebr. 

Stumm GmbH，化学産業の Zellstofffabrik Waldholf，機械産業の Pittler Maschinenfabrik 

AG，銀行業の Deutsche Ueberseeische Bank，その他の産業に属する Salamander AG，

Süddeutsche Zucker-AG の合計 6 社でみられ，本稿において考察する多くの他の企業のケー

スと比べると多かった。そのすべては，ドイツ銀行の監査役会会長であったヘルマン・アプス

によるものであった。

　監査役会会長のポストによる直接兼任のケースは，炭鉱業では 1 社，鉄鋼業では 1 社，化

学産業では 3 社，電機産業では 2 社，自動車産業では 1 社，銀行業では 2 社，電力業・ガス

産業・エネルギー産業では 1 社，交通業では 1 社，その他の産業では 2 社となっており，各

社 1 件であり，合計では 14 社で 14 件あった。そのなかには，鉄鋼業の Fried. Krupp GmbH，

化学産業の Glanzstoff AG，電機産業の Robert Bosch GmbH，Brown, Boveri & CIE, AG，

自動車産業の Daimler-Benz AG，電力業の Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG，

交通業の Deutsche Lufthansa AG のような各産業の代表的企業がみられたほか，3 大銀行の

最有力企業である Deutsche Bank AG のような企業がみられた。これらのケースでは，

BASF の監査役会会長の C. ヴュルスターあるいはドイツ銀行の監査役会会長の H. アプスの

兼任によるものであった。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，金属産業・金属加工業，化学産業，電機

産業，機械産業，繊維・紡績・織物産業，銀行業，保険業，交通業のそれぞれ 1 社において

みられ，各社 1 件であり，合計 8 社で 8 件であった。そこには，化学産業の Continental 

Gummi-Werke AG，電機産業の Siemens AG，銀行業の Deutsche Bank AG のような当該産

業の主要企業が含まれていた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 1 社で 1 件，鉄鋼業では 2 社で 2 件，金

属産業・金属加工業では 1 社で 1 件，化学産業では 6 社で 7 件，電機産業では 1 社で 1 件，機

械産業では 1 社で 1 件，石油産業では 1 社で 1 件，銀行業では 3 社で 3 件，保険業では 2 社で

2 件，その他の産業では 1 社で 1 件の兼任が成立しており，合計 19 社で 20 件となっていた。

これらの企業のなかには，炭鉱業の Preußag AG，鉄鋼業の Hoesch AG，Otto Wolff AG，金

属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Glanzstoff AG，Degussa AG，



59ドイツ化学産業，電機産業，自動車産業における主要企業の役員兼任の構造（山崎）

Continental Gummi-Werke AG，電機産業の AEG，石油産業の Deutsche Shell AG，銀行業

の Deutsche Bank AG，保険業の Allianz Versicherungs-AG，Allianz Lebensversicherungs-

AG といったそれぞれの産業の代表的な企業との兼任関係が存在していた。

　また BASF の監査役監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2

件以上の直接兼任を築いていた企業をみると（表 2 参照），そのようなケースは 4 社においてみ

られ，合計 10 件であった。産業別の内訳をみると，化学産業では 3 社で 7 件，銀行業では 1

社で 3 件となっていた。合計で 3 件の兼任がみられた企業は銀行業の Deutsche Bank AG と

化学産業の Zellstofffabrik Waldholf の 2 社であった。前者では，それぞれ 1 つの監査役会会

長，監査役会副会長，監査役のポストによって，後者では監査役会名誉会長と 2 つの監査役

のポストによって兼任関係が成立していた。残りの 2 社はいずれも 2 件の兼任関係がみられ

た企業であるが，化学産業の Glanzstoff AG では監査役会会長と監査役のポストによって，

Continental Gummi-Werke AG では監査役会副会長と監査役のポストによって兼任が成立し

ていた。

　2 件以上の兼任が成立していた企業を BASF の監査役会メンバーによるものに限定すると，そのよ

うなケースは，化学産業の Zellstofffabrik Waldholf，Glanzstoff AG，銀行業の Deutsche Bank AG

の 3 社においてみられた。Zellstofffabrik Waldholf では，兼任の状況は，BASF の監査役会と取締役

会のメンバーが他社の監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていた上述のケースと比べると，1

件の監査役のポストによる兼任が少なく，それぞれ 1 つの監査役会名誉会長と監査役のポストによる

兼任となっていた。他の 2 社では兼任件数に変化はみられなかった。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる人的な結びつきという点でみ

ると，BASF と同業の化学産業では，Glanzstoff AG，Degussa AG，Continental Gummi-

Werke AG といった競争関係にある主要企業との兼任がみられたほか，Phoenix Gummiwerke 

AG との間にも兼任関係が成立していた。保険業ではアリアンツ系の企業（Allianz Versicherungs-

AG，Allianz Lebensversicherungs-AG）や Mannheimer Versicherngsgesellschaft というように，

それぞれの産業において互いに競争関係にある複数の企業との兼任がみられた。例えば基幹産

表 2　BASF 役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., BASF AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任件数
産　業

2　件 3　件 合　計

化 学 産 業 2 社 4 件 1 社 3 件 3 社 7 件

銀 行 業 ― 1 社 3 件 1 社 3 件

全 産 業 2 社 4 件 2 社 6 件 4 社 10 件
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業部門である鉄鋼業では，Fried. Krupp GmbH，Hoesch AG，Otto Wolff AG という代表的

企業との間で兼任がみられたほか，電機産業でも，Siemens AG と AEG という 2 大企業，さ

らに Robert Bosch GmbH，Brown, Boveri & CIE, AG との間に兼任関係があった。こうした

状況には，大銀行の出身者が産業企業の監査役会メンバーとなっていたという事情が関係して

いる。

　　　（2）バイエル役員の直接兼任構造

　つぎに，バイエル役員の直接兼任による人的結合について，同社の監査役会および取締役会

のメンバーが他社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 3 参照），兼

任関係が成立していた企業数は 55 であり，合計 66 件の兼任関係が成立していた。その内訳

を産業別にみると，炭鉱業では 4 社で 5 件，鉄鋼業では 4 社で 5 件，金属産業・金属加工業

では 1 社で 1 件，化学産業では 9 社で 13 件，電機産業では 2 社で 4 件，機械産業では 6 社で

6 件，石油産業では 1 社で 1 件，食品産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 4 社

で 4 件，銀行業では 8 社で 8 件，保険業では 3 社で 4 件，電力業・ガス産業・エネルギー産

業では 3 社で 3 件，交通業では 2 社で 2 件，その他の産業では 7 社で 9 件となっている。バ

イエルと同業の化学産業では，BASF の場合と同様に，兼任関係は最も多くみられた。他の産

業でみると，銀行業以外では，炭鉱業，鉄鋼業，電機産業，機械産業といった重化学工業部門

や繊維・紡績・織物産業の企業との関係の強さがみられた。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる直接兼任のケースは，炭

表 3　バイエル役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と
一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Bayer AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

　　　兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 2 社 2 件 1 社 1 件 2 社 2 件 4 社 5 件

鉄 鋼 業 4 社 4 件 ― 1 社 1 件 4 社 5 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

化 学 産 業 2 社 2 件 4 社 4 件 7 社 7 件 9 社 13 件

電 機 産 業 ― 1 社 1 件 2 社 3 件 2 社 4 件

機 械 産 業 2 社 2 件 1 社 1 件 3 社 3 件 6 社 6 件

石 油 産 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

食 品 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 2 件 4 社 4 件

銀 行 業 2 社 2 件 2 社 2 件 4 社 4 件 8 社 8 件

保 険 業 ― 1 社 1 件 3 社 3 件 3 社 4 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 3 社 3 件 ― ― 3 社 3 件

交 通 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

そ の 他 の 産 業 3 社 3 件 1 社 1 件 3 社 5 件 7 社 9 件

全 産 業 20 社 20 件 12 社 12 件 31 社 34 件 55 社 66 件
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鉱業では 2 社，鉄鋼業では 4 社，化学産業では 2 社，機械産業では 2 社，石油産業では 1 社，

繊維・紡績・織物産業では 1 社，銀行業では 2 社，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 3

社，その他の産業では 3 社となっており，各社 1 件であり，合計では 20 社で 20 件であった。

なかでも，特徴的なことは，バイエルと同業種の化学産業では他社の監査役会ポストによる兼

任があった 9 社のうち監査役会会長のポストによる兼任は 2 社しかみられなかったのに対し

て，鉄鋼業では兼任がみられた 4 社のすべてにおいて監査役会会長のポストによる人的結合

が成立していたという点である。監査役会会長のポストによる兼任があった企業には，炭鉱業

の Hibernia AG，鉄鋼業の Mannesmann AG，Rheinische Stahlwerke，Hugo Stinnes AG，

Otto Wolff AG，石油産業の Deutsche Erdöl-AG のようなそれらの産業の代表的な企業がみ

られた。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 1 社，化学産業では 4 社，電

機産業では 1 社，機械産業では 1 社，繊維・紡績・織物産業では 1 社，銀行業では 2 社，保

険業では 1 社，その他の産業では 1 社においてみられ，各社 1 件であり，合計 12 社で  12 件

となっていた。なかでも，炭鉱業では Ruhrkohle AG，化学産業では Agfa AG，Chemische 

Werke Hüls AG，電機産業では Siemens AG，機械産業では Klöckner-Humboldt-Deutz AG，

銀行業では Berliner Disconto-Bank AG，Deutsche Ueberseeische Bank，保険業では Allianz 

Versicherungs-AG などの各産業の主要企業との兼任関係がみられた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 2 社で 2 件，鉄鋼業では 1 社で 1 件，

金属産業・金属加工業では 1 社で 1 件，化学産業では 7 社で 7 件，電機産業では 2 社で 3 件，

機械産業では 3 社で 3 件，食品産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 2 社で 2 件，

銀行業では 4 社で 4 件，保険業では 3 社で 3 件，交通業では 2 社で 2 件，その他の産業では

3 社で 5 件の兼任が成立しており，合計 31 社で 34 件となっていた。化学産業の企業との

兼任がとくに多かった。なかでも，炭鉱業の Preußag AG，Hibernia AG，鉄鋼業の Otto 

Wolff AG，化学産業の Agfa AG ，Chemische Werke Hüls AG，Bunawerke Hüls GmbH，

Schering AG，電機産業の Siemens AG，機械産業の DEMAG AG，銀行業の Deutsche Bank 

AG，Commerzbank AG，保険業の Allianz Versicherungs-AG，Münchner Rückversicherungs-

Gesellschaft のような主要産業の代表的企業があった。

　またバイエルの監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以

上の直接兼任を築いていた企業をみると（表 4 参照），そのようなケースは 10 社存在しており，

合計 21 件であった。産業の内訳をみると，炭鉱業では 1 社で 2 件，鉄鋼業では 1 社で 2 件，

化学産業では 4 社で 8 件，電機産業では 1 社で 3 件，保険業では 1 社で 2 件，その他の産業

では 2 社で 4 件となっていた。

　3 件の兼任がみられた企業は電機産業の Siemens AG であり，1 つの監査役会副会長と 2 つ
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の監査役のポストによる兼任がみられた。残り 9 社は合計 2 件の兼任がみられた企業であっ

たが，炭鉱業の Hibernia AG，鉄鋼業の Otto Wolff AG，化学産業の Agfa-Gevaert AG の 3 社

では，いずれにおいても，監査役会会長と監査役のポストによる兼任がみられた。化学産業の

Agfa AG，Chemische Werke Hüls AG，Erdölchemie GmbH，保険業の Allianz Versicherungs-

AG の 4 社では，いずれにおいても，監査役会副会長と監査役のポストによる兼任関係が成立

していた。その他の産業に属する Beton- und Monierbau AG と Heraeus Schrott-Quarzschmelze 

GmbH の 2 社では，いずれも，2 つの監査役ポストによる兼任となっていた。

　2 件以上の兼任がみられた企業をバイエルの監査役会メンバーによるものに限定すると，電機産業の

Siemens AG，その他の産業の Heraeus Schrott-Quarzschmelze GmbH の 2 社のみであった。Siemens 

AG の場合には，監査役会副会長と監査役の 2 つのポストによって兼任関係が築かれており，監査役会

と取締役会のメンバーによる兼任の上述のケースと比べると，監査役のポストによる兼任が 1 件少な

かった。これに対して，Heraeus Schrott-Quarzschmelze GmbH では，兼任の件数に変化はみられな

かった。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる人的な結びつきという点でみ

ると，バイエルと同業の化学産業では，Chemische Werke Hüls AG，Bunawerke Hüls  

GmbH，Schering AG ，Scholven Chemie AG のような互いに競争関係にある企業との兼任

関係が結ばれていた。炭鉱業では Preußag AG，Hibernia AG，Ruhrkohle AG，鉄鋼業では  

Mannesmann AG，Rheinische Stahlwerke，Hugo Stinnes AG，Otto Wolff AG，機械産業で

は Klöckner-Humboldt-Deutz AG，DEMAG AG，銀行業の Deutsche Bank AG，Commerzbank 

AG，保険業では Allianz Versicherungs-AG，Münchner Rückversicherngs-Gesellschaft と

いうように，それぞれの産業において互いに競争関係にある複数の企業との兼任がみられた。

表 4　バイエル役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Bayer AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 合　計

炭 鉱 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

鉄 鋼 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

化 学 産 業 4 社 8 件 ― 4 社 8 件

電 機 産 業 ― 1 社 3 件 1 社 3 件

保 険 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 2 社 4 件 ― 2 社 4 件

全 産 業 9 社 18 件 1 社 3 件 10 社 21 件
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　　　（3）ヘキスト役員の直接兼任構造

　BASF，バイエルという化学産業の大手 2 社の状況をふまえて，つぎに，ヘキスト役員の直

接兼任による人的結合について，同社の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会

において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 5 参照），そのような企業の数は 56 であ

り，合計 82 件の兼任関係が成立していた。その内訳を産業別にみると，炭鉱業が 2 社で 2 件，

鉄鋼業が 2 社で 2 件，金属産業・金属加工業が 3 社で 5 件，化学産業が 19 社で 33 件，電機

産業では 3 社で 5 件，自動車産業では 3 社で 4 件，機械産業が 1 社で 1 件，繊維・紡績・織

物産業が 3 社で 6 件，流通業が 1 社で 1 件，銀行業が 5 社で 7 件，保険業が 4 社で 5 件，交

通業が 1 社で 1 件，その他の産業が 9 社で 10 件となっていた。ヘキストと同業の化学産業で

は 19 社で 33 件と圧倒的に多く，兼任件数の約 4 割を占めており，すでに考察を行った

BASF やバイエルのケースと比べてもきわめて多い。その限りでは，これら 2 社と比べると

兼任相手の企業数や兼任件数全体に占める化学産業以外の産業の企業との兼任の割合は低いと

いえるが，兼任件数そのものは多かった。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる直接兼任のケースは，鉄

鋼業では 1 社，金属産業・金属加工業では 3 社，化学産業では 10 社，電機産業では 3 社，機

械産業では 1 社，繊維・紡績・織物産業が 2 社，流通業では 1 社，銀行業では 2 社，保険業

では 3 社，その他の産業では 2 社となっており，各社 1 件であり，合計では 28 社で 28 件で

あった。なかでも，化学産業では他社の監査役会ポストによる兼任があった 19 社のうち監査

役会会長のポストによる兼任は 10 社を占めており，その数は多かった。監査役会会長のポス

トによる兼任は，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Degussa AG，

表 5　ヘキスト役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と
一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Hoechst AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

鉄 鋼 業 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 2 社 2 件

金属産業・金属加工業 3 社 3 件 ― 2 社 2 件 3 社 5 件

化 学 産 業 10 社 10 件 5 社 5 件 13 社 18 件 19 社 33 件

電 機 産 業 3 社 3 件 ― 1 社 2 件 3 社 5 件

自 動 車 産 業 ― 1 社 2 件 2 社 2 件 3 社 4 件

機 械 産 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

繊維・紡績・織物産業 2 社 2 件 1 社 1 件 3 社 3 件 3 社 6 件

流 通 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

銀 行 業 2 社 2 件 1 社 1 件 4 社 4 件 5 社 7 件

保 険 業 3 社 3 件 ― 2 社 2 件 4 社 5 件

交 通 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件

そ の 他 の 産 業 2 社 2 件 3 社 3 件 5 社 5 件 9 社 10 件

全 産 業 28 社 28 件 12 社 13 件 35 社 41 件 56 社 82 件



64 立命館経営学（第 57 巻　第 6 号）

Ruhrchemie AG，Kalle AG，Chemische Werke Hüls AG， 電 機 産 業 の Brown Boveri & 

Cie, AG，流通業の Karstadt AG，銀行業の Commerzbank AG，保険業の Münchner 

Rückversierungs-Gesellschaft，ゲーリング系の企業（Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，

Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG）などの主要企業においてもみられた。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，化学産業では 5 社で 5 件，自動車産業では

1 社で 2 件，繊維・紡績・織物産業では 1 社で 1 件，銀行業では 1 社で 1 件，交通業では 1

社で 1 件，その他の産業では 3 社で 3 件において，合計 12 社で 13 件となっていた。監査役

会会長のポストによる兼任の場合と同様に，化学産業の企業との兼任が多い。監査役副会長の

ポストをとおしての兼任では，銀行業の Dresdner Bank AG のような大銀行などの代表的な

企業が含まれていた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 2 社で 2 件，鉄鋼業では 1 社で 1 件，

金属産業・金属加工業では 2 社で 2 件，化学産業では 13 社で 18 件，電機産業では 1 社で 2

件，自動車産業では 2 社で 2 件，繊維・紡績・織物産業が 3 社で 3 件，銀行業は 4 社で 4 件，

保険業では 2 社で 2 件，その他の産業では 5 社で 5 件となっており，合計では 35 社で 41 件

であった。ここでも，やはり化学産業の他社との兼任が圧倒的に多く，そのなかには主要企業

が数多く存在していた。また他の産業をみても，鉄鋼業の Mannesmann AG，金属産業・金

属加工業の Metallgesellschaft AG，電機産業の Brown Boveri & Cie, AG，自動車産業の

Daimler-Benz AG，Volkswagenwerk AG，銀行業の Dresdner Bank AG，Commerzbank AG

など，それぞれの産業の代表的企業との兼任関係が存在していた。

　またヘキストの監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以

上の直接兼任を築いていた企業をみると（表 6 参照），20 社存在しており，合計 46 件であった。

この点では，BASF，バイエルといった同業種企業のみならず他の産業の企業と比べても，人

的結合関係はとくに強いものであった。産業の内訳をみると，金属産業・金属加工業では 2

社で 4 件，化学産業では 10 社で 24 件，電機産業では 1 社で 3 件，自動車産業では 1 社で 2

表 6　ヘキスト役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Hoechst AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

化 学 産 業 7 社 14 件 2 社 6 件 1 社 4 件 10 社 24 件

電 機 産 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

銀 行 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

全 産 業 15 社 30 件 4 社 12 件 1 社 4 件 20 社 46 件



65ドイツ化学産業，電機産業，自動車産業における主要企業の役員兼任の構造（山崎）

件，繊維・紡績・織物産業では 2 社で 5 件，銀行業では 2 社で 4 件，保険業では 1 社で 2 件，

その他の産業では 1 社で 2 件となっていた。合計 4 件の兼任が成立していた企業は 1 社，3

件の兼任が成立していた企業は 4 社，2 件の兼任が成立していた企業は 15 社であった。

　4 件の兼任が成立していた企業は化学産業の Ruhrchemie AG であり，監査役会会長と 3 つ

の監査役ポストによる兼任がみられた。合計 3 件の兼任が成立していた企業は，化学産業の

Kalle AG，Süddetsche Kalkstickstoffwerke AG，電機産業の Brown Boveri & Cie, AG，

繊維・紡績・織物産業の Süddeutsche Chemiefaser AG の 4 社であった。Süddeutsche 

Chemiefaser AG では，それぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストに

よって兼任関係が築かれていた。Kalle AG と Brown Boveri & Cie, AG では，いずれにおい

ても，監査役会会長と 2 つの監査役のポストによって兼任が行われていたのに対して，

Süddetsche Kalkstickstoffwerke AG では，1 つの監査役会副会長と 2 つの監査役のポストに

よって兼任関係が成立していた。

　残りの 15 社は，2 件の兼任関係が存在した企業であった。それぞれ 1 つの監査役会会長と

監査役会副会長のポストによる兼任となっていた企業は，化学産業の Behringwerke AG の 1

社であった。それぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによる兼任となっていた企業は，

金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，Messer Griesheim GmbH，化学産業の

Chemische Werke Hüls AG，Degussa AG，Chemische Werke Albert，Wacker-Chemie GmbH，

Hoechst Vlissingen N.V.，繊維・紡績・織物産業の Spinnstoffabrik Zehkendorf AG，銀行

業の Commerzbank AG，保険業の Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，その他の産

業に属する Friedrich Uhde GmbH の 11 社であった。2 つの監査役会副会長のポストによる

兼任となっていた企業は，自動車産業の Audi NSU Auto Union AG（MSU Motorenwerke）の

1 社であった。これに対して，それぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによる兼任が

みられた企業は，銀行業の Dresdner Bank AG の 1 社であった。2 つの監査役のポストをと

おして兼任関係が成立していた企業は，化学産業の Knapsack AG の 1 社であった。

　2 件以上の兼任がみられた企業をヘキストの監査役会メンバーによるものに限定すると，金属産業・

金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Chemische Werke Hüls AG，Degussa AG，電機

産業の Brown Boveri & Cie, AG，自動車産業の Audi NSU Auto Union （NSU Motorenwerke），銀行

業の Dresdner Bank AG の 6 社であり，兼任の総件数は 12 件であった。Audi NSU Auto Union

（NSU Motorenwerke）では，2 つの監査役会副会長のポストによる兼任となっており，Dresdner 

Bank AG では，それぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによる兼任関係となっていた。他の

4 社では，それぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによる兼任となっていた。Brown Boveri & 

Cie, AG 以外の 5 社では，兼任の状況は，ヘキストの監査役会と取締役会のメンバーが他社の監査役会
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において 2 件以上の兼任関係を築いていた上述のケースに一致していたが，Brown Boveri & Cie, AG

では，1 つの監査役のポストによる兼任が少なかった。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる人的結合という点でみると，

ヘキストと同業の化学産業では，Degussa AG，Chemische Werke Hüls AG，Ruhrchemie 

AG，Kalle AG，Behringwerke AG，Knapsack AG，Bunawerke Hüls GmbH といった互い

に競争関係にある多くの企業との兼任がみられた。自動車産業では，ターゲットとする市場セ

グメントが異なるため全面的な競争関係にあるわけではないが最大手企業である Daimler-

Benz AG，Volkswagenwerk AG との兼任がみられた。銀行業でも，Dresdner Bank AG と

Commerzbank AG という互いに競争関係にある 2 社とも兼任関係があったが，そのいずれの

ケースにおいても，ヘキストからの各銀行の監査役会への派遣と各銀行からのヘキストへの派

遣による双方での兼任がみられた。保険業でも，Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，

Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG というゲーリング・グループの企業とと

もに，Münchener Rückversierungs-Gesellschaft という互いに競争関係にある大手保険企業，

さらには Frankfurter Versicherungs-AG との間での兼任が築かれていた。

2　他社の監査役会における間接兼任構造

　これまでの考察をふまえて，つぎに，化学産業の企業間の間接兼任について考察を行うこと

にする。BASF，バイエルおよびヘキストの 3 大企業の間あるいはそれらのうちの 2 社間にみ

られる他社の監査役会における間接兼任の全体的状況をみると（表 7，表 8，表 9 参照），3 つの

企業の間で成立している間接兼任は 1 社でみられた。BASF とバイエルの間の間接兼任は 7

社においてみられ，兼任の総件数は 20 件であった。BASF とヘキストの間のそれは 6 社であ

り，兼任の総件数は 16 件であった。バイエルとヘキストの間のそれは 6 社においてみられ，

兼任の総件数は 15 件であった。それゆえ，以下では，3 社の間の間接兼任についてみた上で，

BASF とバイエル，BASF とバイエル，バイエルとヘキストの間で，それぞれどのような間接

兼任による人的結合関係が築かれてきたのかという点の具体的な考察を行うことにする。

　　　（1）化学企業 3 社の間の間接兼任構造

　まず BASF，バイエル，ヘキストという化学産業の最大 3 社の間で他社の監査役会におい

て間接兼任が成立していたケースをみると，それは 1 社においてのみみられ，合計の兼任件

数は 3 件であった。そのようなケースは化学産業の Cassella Farbwerke Mainkau AG（Cassella 

Farbwerke AG）であり，そこでは，バイエルは 1 つの監査役会副会長のポストによって，

BASF とヘキストはそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。
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　　　（2）BASF とバイエルの間の間接兼任構造

　つぎに，化学産業最大 3 社のうちのいずれか 2 社の間でみられた間接兼任について考察す

ることにしよう。BASF とバイエルの間の間接兼任についてみると（表 7 参照），そのような兼

任は，炭鉱業では 1 社で 2 件，鉄鋼業では 1 社で 3 件，電機産業では 1 社で 4 件，繊維・紡

績・織物産業では 1 社で 2 件，銀行業では 2 社で 6 件，保険業では 1 社で 3 件みられ，合計

7 社において 20 件の兼任関係がみられた。炭鉱業の Preußag AG，鉄鋼業の Otto Wolff AG，

電機産業の Siemens AG，繊維・紡績・織物産業の Deutsche Linoleum-Werke AG，銀行業

の Deutsche Bank AG，Deutsche Ueberseeische Bank，保険業の Allianz Versicherungs-AG

がそれに該当する。

　BASF とバイエルのいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースは 4 社みられたが，

そのうち，合計 4 件の兼任があった企業は 2 社，合計 3 件の兼任があった企業は 2 社であっ

た。これらの化学企業 2 社をあわせて 2 件の兼任がみられた企業は 3 社であった。

　BASF とバイエルの 2 社をあわせての兼任件数が 4 件であった企業は，Siemens AG と

Deutsche Bank AG の 2 社であった。Siemens AG では，バイエルは 1 つの監査役会副会長

と 2 つの監査役のポストによって，BASF は 1 つの監査役会副会長のポストによって兼任関

係を築いていた。Deutsche Bank AG では，BASF はそれぞれ 1 つの監査役会会長，監査役

会副会長，監査役のポストによって，バイエルは１つの監査役のポストによって兼任関係を有

していた。

　化学企業 2 社をあわせて 3 件の兼任をとおして間接兼任が成立していた企業は，Otto   

Wolff AG と Allianz Versicherungs-AG の 2 社であった。Otto Wolff AG では，バイエルはそ

れぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，BASF は 1 つの監査役のポストによっ

て兼任を行っていた。Allianz Versicherungs-AG では，バイエルはそれぞれ 1 つの監査役会

副会長と監査役のポストによって，BASF は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築い

ていた。

表 7　BASF とバイエルの間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況

（注）：※） BASF，バイエル，ヘキストの 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., BASF AG, Geschäftsbericht, Bayer AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

炭 鉱 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

鉄 鋼 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

電 機 産 業 ― ― 1 社 4 件 1 社 4 件

繊 維・ 紡 績・ 織 物 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

銀 行 業 1 社 2 件 ― 1 社 4 件 2 社 6 件

保 険 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

全 産 業 3 社 6 件 2 社 6 件 2 社 8 件 7 社 20 件
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　BASF とバイエルがそれぞれ 1 つの監査役会ポストによって間接兼任を成立させていた企

業は，炭鉱業の Preußag AG，繊維・紡績・織物産業の Deutsche Linoleum-Werke AG，銀

行業の Deutsche Ueberseeische Bank の 3 社であった。Deutsche Ueberseeische Bank では，

BASF は監査役会名誉会長のポストによって，バイエルは監査役会副会長のポストによって兼

任関係を有していた。Deutsche Linoleum-Werke AG では，BASF は監査役会副会長のポス

トによって，バイエルは監査役のポストによって兼任関係を築いていた。一方，Preußag AG

では，BASF とバイエルがそれぞれ 1 つの監査役のポストによって兼任を築いていた。

　　　（3）BASF とヘキストの間の間接兼任構造

　つぎに，BASF とヘキストの間の間接兼任についてみると（表 8 参照），そのような兼任は，

炭鉱業では 1 社で 2 件，金属産業・金属加工業では 2 社で 5 件，化学産業では 1 社で 3 件，

電機産業では 1 社で 4 件，自動車産業では 1 社で 2 件となっており，合計 6 社において 16 件

となっていた。炭鉱業の Gebrüder Stumm GmbH，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft 

AG，Duisburger Kupferhütte，化学産業の Degussa AG，電機産業の Brown, Boveri & 

CIE, AG，自動車産業の Daimler-Benz AG がそれに該当する。これら 6 社のうち，BASF と

ヘキストのいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースは 3 社みられたが，そのうち，

合計 4 件の兼任があった企業は 1 社，合計 3 件の兼任があった企業は 2 社であった。これら

の化学企業 2 社をあわせて 2 件の兼任がみられた企業は 3 社であった。

　BASF とヘキストの 2 社をあわせての兼任件数が 4 件みられたのは，Brown, Boveri & 

CIE, AG の 1 社であった。そこでは，ヘキストは監査役会会長と 2 つの監査役のポストによっ

て，BASF は 1 つの監査役会会長のポストによって兼任を行っていた。

　化学企業 2 社をあわせて 3 件の兼任によって間接兼任が成立していたのは，

Metallgesellschaft AG と Degussa AG の 2 社であった。これら 2 社では，いずれにおいても，

ヘキストは監査役会会長と監査役の合計 2 つのポストによって，BASF は 1 つの監査役のポ

ストによって兼任関係を有していた。

表 8　BASF とヘキストの間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況

（注）：※） BASF，バイエル，ヘキストの 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., BASF AG, Geschäftsbericht, Hoechst AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

炭 鉱 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― 2 社 5 件

化 学 産 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

電 機 産 業 ― ― 1 社 4 件 1 社 4 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

全 産 業 3 社 6 件 2 社 6 件 1 社 4 件 6 社 16 件
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　BASF とヘキストがそれぞれ 1 件の監査役会ポストによって間接兼任を成立させていた企

業は，Gebrüder Stumm GmbH，Duisburger Kupferhütte，Daimler-Benz AG の 3 社であっ

た。Gebrüder Stumm GmbH では，BASF は監査役会名誉会長のポストによって，ヘキスト

は監査役のポストによって兼任を成立させていた。Duisburger Kupferhütte では，ヘキスト

は監査役会会長のポストによって，BASF は監査役会副会長のポストによって兼任関係を形成

していた。これに対して，Daimler-Benz AG では，BASF は監査役会会長のポストによって，

ヘキストは監査役のポストによって兼任を築いていた。

　　　（4）バイエルとヘキストの間の間接兼任構造

　またバイエルとヘキストの間の間接兼任についてみると（表 9 参照），そのような兼任は，鉄

鋼業では 1 社で 2 件，化学産業では 2 社で 6 件，銀行業では 1 社で 3 件，保険業では 1 社で

2 件，その他の産業では 1 社で 2 件においてみられ，合計 6 社において 15 件となっていた。

鉄鋼業の Mannesmann AG，化学産業の Chemische Werke Hüls AG，Bunawerke Hüls GmbH，

銀行業の Commerzbank AG，保険業の Münchner Rückversicherngs-Gesellschaft，その他

の産業に属する Denkendorf Forschungsgesellschaft für Chemifaserverarbeitung MBH が

それに該当する。

　これら 6 社のうち，バイエルとヘキストのいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケー

スは 2 社みられた。そのうち，合計 4 件の兼任があった企業は 1 社，合計 3 件の兼任があっ

た企業は 1 社であった。これらの化学企業 2 社をあわせて 2 件の兼任がみられた企業は 4 社

であった。

　バイエルとヘキストの 2 社をあわせての兼任件数が 4 件であった企業は，Chemische 

Werke Hüls AG の 1 社であった。そこでは，ヘキストはそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査

役のポストによって，バイエルはそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって

兼任関係を形成していた。

　バイエルとヘキストの 2 社をあわせての兼任件数が 3 件みられた企業は，Commerzbank  

表 9　バイエルとヘキストの間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況

（注）：※） BASF，バイエル，ヘキストの 3 社の間で成立していた間接兼任を除いたもの。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Bayer AG, Geschäftsbericht, Hoechst AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

鉄 鋼 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

化 学 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 4 件 2 社 6 件

銀 行 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

全 産 業 4 社 8 件 1 社 3 件 1 社 4 件 6 社 15 件
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AG の 1 社であった。そこでは，ヘキストはそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストに

よって，バイエルは 1 つの監査役ポストによって兼任関係を有していた。

　バイエルとヘキストがそれぞれ 1 つの監査役会ポストによって間接兼任を成立させていた企

業は， Mannesmann AG， Bunawerke Hüls GmbH， Münchener Rückversicherngs-Gesellschaft，

Denkendorf Forschungsgesellschaft für Chemifaserverarbeitung MBH の 4 社 で あ っ た。

Mannesmann AG では，バイエルは監査役会会長のポストによって，ヘキストは監査役ポスト

によって兼任関係を成立させていた。Münchener Rückversicherngs-Gesellschaft では，ヘキス

トは監査役会会長のポストによって，バイエルは監査役のポストによって兼任関係を形成してい

た。 Bunawerke Hüls GmbH， Denkendorf Forschungsgesellschaft für Chemifaserverarbeitung 

MBH の 2 社では，いずれにおいても，バイエルとヘキストがそれぞれ 1 つの監査役ポストを

とおして兼任を行っていた。

　化学産業 3 社による間接兼任についての以上の考察から明らかなように，銀行業の企業間

で成立していた他社の監査役会における間接兼任 9）と比べると，その企業数と兼任件数のい

ずれにおいても少なかった。また BASF，バイエルおよびヘキストと同業の化学産業について

みれば，そのような兼任が成立していたケースは，3 社の間で間接兼任が成立していた 1 社

（Cassella Farbwerke Mainkau AG（Cassella Farbwerke AG），BASF とヘキストの間で間接兼任

が成立していた 1 社（Degussa AG），バイエルとヘキストの間で間接兼任が成立していた

Chemische Werke Hüls AG と Bunawerke Hüls GmbH というヒュルスの資本系列の 2 社に

おいてみられたにすぎず，その数は少なかった。

3　他社の取締役会における直接兼任構造

　以上の考察において，化学産業の主要 3 社の役員による他社の監査役会における兼任の構

造についてみてきた。そこで，つぎに，他社の取締役会において成立していた直接兼任の構造

について考察を行うことにする。

　　　（1）BASF 役員の直接兼任構造

　まずBASFの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼任を行っ

ていた状況についてみると，そのようなケースは，炭鉱業の Gewerkschaft Wintershall，そ

の他の産業に属する Knoeckel, Schmidt & Cie, Papierfabriken AG の 2 社においてみられた。

前者では 2 つの取締役のポストによる兼任がみられたのに対して，後者では，1 つの取締役の

ポストによる兼任関係がみられた。他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみる

と，BASF が他社の監査役会と取締役会の両者において直接兼任による人的結合を築いていた
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ケースはみられなかった。

　　　（2）バイエル役員の直接兼任構造

　またバイエルの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼任を

行っていた状況についてみると，そのようなケースは，銀行業の Deutsche Bank AG， 

Commerzbank AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の VEBA の合計 3 社であった。その

うち，銀行業の 2 社では，いずれにおいても，1 つの取締役のポストをとおしての兼任があっ

たのに対して，VEBA では，取締役会会長のポストをとおしての兼任であった。これら 3 社

では，こうした人的結合は，各社の取締役会メンバーによるバイエルの監査役会ポストの兼任

によって成立していたものであった。

　上述の他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみると，バイエルは，Deutsche 

Bank AG，Commerzbank の 2 社との間で，監査役会と取締役会の両者において直接兼任に

よる人的結合を築いていた。いずれにおいても，1 つの監査役のポストによる兼任に加えて，

1 つの取締役のポストによる兼任が成立していた。

　　　（3）ヘキスト役員の直接兼任構造

　またヘキストの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼任を

行っていた状況についてみると，そのようなケースは，化学産業の Degussa AG，Knapsack 

AG，銀行業の Commerzbank AG von 1870，その他の産業に属する Beratungsstelle für 

Autogentechnik GmbH の 4 社であった。Commerzbank AG von 1870 では 1 つの取締役の

ポストによる兼任であったのに対して，他の 3 社では，いずれにおいても，取締役会会長の

ポストによる兼任であった。

　上述の他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみると，ヘキストは，化学産業の

Degussa AG，Knapsack AG の 2 社との間では，いずれにおいても，監査役会と取締役会の

両者において直接兼任による人的結合が築かれていた。Degussa AG では，それぞれ 1 つの監

査役会会長と監査役のポストによる兼任に加えて取締役会会長のポストによる兼任がみられた

のに対して，Knapsack AG では，2 つの監査役のポストによる兼任に加えて，取締役会会長

のポストによる兼任がみられた。こうしたケースは，ヘキストと同業種の化学産業においての

みみられ，競争関係を反映したものであったといえる。
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Ⅲ　電機産業の主要企業 2 社の役員による他社の

トップ・マネジメント機関における兼任構造

　以上の考察において，化学産業の代表的企業をめぐる役員兼任の構造についてみてきた。そ

れをふまえて，つぎに，電機産業のジーメンスと AEG という最大企業 2 社の役員による兼任

の構造を分析することにする。

1　他社の監査役会における直接兼任構造

　　　（1）ジーメンス役員の直接兼任構造

　まず他社の監査役会における直接兼任構造について考察を行う。ジーメンスの監査役会およ

び取締役会のメンバーが他社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表

10 参照），その企業数は 88 であり，合計 121 件の兼任関係が成立しており，その数は非常に

多かった。その内訳を産業別にみると，炭鉱業では 5 社で 5 件，鉄鋼業では 9 社で 10 件，金

属産業・金属加工業では 3 社で 5 件，化学産業では 12 社で 14 件，電機産業では 9 社で 13

件，自動車産業では 1 社で 2 件，機械産業では 4 社で 7 件，造船業では 1 社で 1 件，石油産

業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 1 社で 1 件，醸造業では 3 社で 3 件，流通業

表 10　ジーメンス役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Siemens AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
名誉会長

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 1 社 1 件 3 社 3 件 ― 1 社 1 件 5 社 5 件

鉄 鋼 業 ― 5 社 5 件 ― 5 社 5 件 9 社 10 件

金属産業・金属加工業 ― 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 3 件 3 社 5 件

化 学 産 業 1 社 1 件 6 社 6 件 4 社 4 件 3 社 3 件 12 社 14 件

電 機 産 業 ― 4 社 4 件 1 社 1 件 7 社 8 件 9 社 13 件

自 動 車 産 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 1 社 2 件

機 械 産 業 1 社 1 件 2 社 2 件 1 社 1 件 3 社 3 件 4 社 7 件

造 船 業 ― ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

石 油 産 業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

繊維・紡績・織物産業 ― ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

醸 造 業 ― 2 社 2 件 ― 1 社 1 件 3 社 3 件

流 通 業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

銀 行 業 1 社 1 件 2 社 2 件 5 社 5 件 4 社 4 件 7 社 12 件

保 険 業 ― 6 社 6 件 2 社 3 件 5 社 9 件 10 社 18 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― 4 社 4 件 1 社 2 件 6 社 6 件 6 社 12 件

交 通 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 2 社 2 件

そ の 他 の 産 業 2 社 2 件 9 社 9 件 1 社 1 件 2 社 2 件 13 社 14 件

全 産 業 6 社 6 件 48 社 48 件 16 社 18 件 43 社 49 件 88 社 121 件
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では 1 社で 1 件，銀行業では 7 社で 12 件，保険業では 10 社で 18 件，電力業・ガス産業・エ

ネルギー産業では 6 社で 12 件，交通業では 2 社で 2 件，その他の産業では 13 社で 14 件と

なっている。多岐にわたる産業のなかでも，ジーメンスにとって同業種である電機産業におい

て兼任が成立していた企業数も件数も多かったが，鉄鋼業，化学産業，保険業においても多く

の企業との直接兼任の関係が成立しており，その件数も多かった。そのほか，炭鉱業，金属産

業・金属加工業，自動車産業，機械産業など，ドイツ製造業の基幹産業である重化学工業部門

との関係も強かったといえる。また電機産業の特性もあり，他の産業の企業と比べ電力業・ガ

ス産業・エネルギー産業の企業との兼任関係が多かったことも特徴的である。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会名誉会長のポストによる直接兼任のケース

は，炭鉱業の Gebr. Stumm GmbH，化学産業の Zellstofffabrik Waldhof，機械産業の

Pittler Maschinenfabrik AG，銀行業の Deutsche Überseeische Bank，その他の産業に属す

る Salamander AG，Süddeutsche Zucker-AG の 6 社でみられた。そのいずれもが，ドイツ

銀行の監査役会会長でありジーメンスの監査役会副会長であった H J. アプスの兼任によるも

のであった。

　監査役会会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 3 社，鉄鋼業では 5 社，金属産

業・金属加工業では 1 社，化学産業では 6 社，電機産業では 4 社，自動車産業では 1 社，機

械産業では 2 社，石油産業では 1 社，醸造業では 2 社，流通業では 1 社，銀行業では 2 社，

保険業では 6 社，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 4 社，交通業では 1 社，その他の

産業では 9 社となっており，各社 1 件であり，合計では 48 社で 48 件と非常に多かった。電

機産業の企業との兼任は，化学産業，保険業や鉄鋼業についで多く，兼任がみられた企業全体

の 9 社のうち 4 社が監査役会会長のポストでの兼任があり，その割合は高かった。産業別に

みると，炭鉱業では Gelsenkirchener Bergwerke AG，鉄鋼業では Fried. Krupp GmbH，  

Mannesmann AG，Klöckner-Werke AG，Otto Wolff AG，化学産業では Glanzstoff AG，電

機産業では Osram GmbH，自動車産業では Daimler-Benz AG，機械産業では Klöckner-

Humboldt-Deutz AG，DEMAG AG，石油産業では Deutsche Erdöl-AG，銀行業では Deutsche 

Bank AG，保険業では Allianz Versicherungs-AG，Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft，

電力業・ガス産業・エネルギー産業では Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG，交

通業では Deutsche Lufthansa AG といった各産業の最も代表的な企業との兼任関係がみられ

た。このことには，大銀行の出身者によるジーメンスの監査役会での兼任をとおして人的結合

が広く展開されていたということとも関係していた。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，金属産業・金属加工業では 1 社で 1 件，

化学産業では 4 社で 4 件，電機産業では 1 社で 1 件，機械産業では 1 社で 1 件，銀行業では

5 社で 5 件，保険業では 2 社で 3 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社で 2 件，
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その他の産業では 1 社で 1 件みられ，合計 16 社で 18 件となっていた。監査役副会長のポス

トによる兼任では，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の BASF AG，

Bayer AG，Chemische Werke Hüls AG，機械産業の Klöckner-Humboldt-Deutz AG といっ

たそれぞれの産業の主要企業や，銀行業の Deutsche Bank AG，Dresdner Bank AG のよう

な大銀行，Allianz Versicherungs-AG，Allianz Lebensversicherungs-AG のような大手保険

企業との間で人的結合が築かれていた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 1 社で 1 件，鉄鋼業では 5 社で 5 件，

金属産業・金属加工業では 2 社で 3 件，化学産業では 3 社で 3 件，電機産業では 7 社で 8 件，

自動車産業では 1 社で 1 件，機械産業では 3 社で 3 件，造船業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・

織物産業では 1 社で 1 件，醸造業では 1 社で 1 件，銀行業は 4 社で 4 件，保険業では 5 社で

9 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 6 社で 6 件，交通業では 1 社で 1 件，その他

の産業では 2 社で 2 件の兼任が成立しており，合計 43 社で 49 件となっていた。鉄鋼業や保

険業とならんで電機産業の他社との兼任が多い。こうした監査役ポストによる兼任において

も，各産業の代表的企業が多く含まれていた。それは，鉄鋼業の August Thyssen-Hütte 

AG，Hüttenwerk Oberhausen AG，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学

産業の Bayer AG，Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG，機械産業の Klöckner-Humboldt-

Deutz AG，DEMAG AG，造船業の Blohm & Voss AG，銀行業の Deutsche Bank AG，

Dresdner Bank AG，Berliner Disconto-Bank AG， 保 険 業 の Allianz Versicherungs-AG， 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Rheinisch-

Westfälisches Elektrizitätswerk AG などにみられる。

　またジーメンスの監査役会と取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上

の直接兼任を築いていた企業をみると（表 11 参照），合計 24 社存在しており，総件数は 57 件

表 11　ジーメンス役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Siemens AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 7　件 合　計

鉄 鋼 業 1 社 2 件 ― ― ― 1 社 2 件

金属産業・金属加工業 2 社 4 件 ― ― ― 2 社 4 件

化 学 産 業 2 社 4 件 ― ― ― 2 社 4 件

電 機 産 業 4 社 8 件 ― ― ― 4 社 8 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― ― ― 1 社 2 件

機 械 産 業 1 社 2 件 1 社 3 件 ― ― 2 社 5 件

銀 行 業 3 社 6 件 1 社 3 件 ― ― 4 社 9 件

保 険 業 2 社 4 件 ― ― 1 社 7 件 3 社 11 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 3 社 6 件 ― 1 社 4 件 ― 4 社 10 件

そ の 他 の 産 業 1 社 2 件 ― ― ― 1 社 2 件

全 産 業 20 社 40 件 2 社 4 件 1 社 4 件 1 社 7 件 24 社 57 件
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であった。企業数も兼任件数も非常に多かった。この点では，つぎに考察を行う AEG のよう

な同業種企業のみならず他の産業の企業と比べても，人的結合関係はとくに強いものであった

といえる。産業の内訳をみると，鉄鋼業では 1 社で 2 件，金属産業・金属加工業では 2 社で 4

件，化学産業では 2 社で 4 件，電機産業では 4 社で 8 件，自動車産業が 1 社で 2 件，機械産

業では 2 社で 5 件，銀行業では 4 社で 9 件，保険業では 3 社で 11 件，電力業・ガス産業・エ

ネルギー産業では 4 社で 10 件，その他の産業では 1 社で 2 件となっていた。兼任件数という

点でみると，合計で 7 件の兼任が成立していた企業は 1 社，4 件の兼任がみられた企業は 1

社，3 件の兼任があった企業は 2 社，2 件の兼任となっていた企業は 20 社であった。

　合計で 7 件の兼任があった企業は保険業の Allianz Versicherungs-AG の 1 社であり，そこ

では，監査役会会長，2 つの監査役会副会長，4 つの監査役のポストによる兼任が成立していた。

4 件の兼任がみられた企業は電力業・ガス産業・エネルギー産業の Bergmann-Elektrizitätswerke 

AG の 1 社であり，それぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストに加えて 2 つの監査役会副

会長のポストによる兼任がみられた。3 件の兼任関係があった企業は機械産業の Klöckner-

Humboldt-Deutz AG と銀行業の Deutsche Bank AG の 2 社であり，いずれにおいても，そ

れぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任がみられた。

　残りの 20 社は，2 件の兼任関係がみられた企業であった。監査役会名誉会長と監査役会副

会長のポストによる兼任がみられた企業は，銀行業の Deutsche Überseeische Bank の 1 社で

あった。監査役会会長と監査役のポストによる兼任のケースは，鉄鋼業の Otto Wolff AG，化

学産業の Phoenix Gummiwerke AG，電機産業の Continental Elektroindustrie AG，Siemens-

Electrogeäte GmbH，自動車産業の Daimler-Benz AG，機械産業の DEMAG AG，保険業

の Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft，電力業・ガス産業・エネルギー産業の

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG，Kraftwerk Union AG，Heilowatt Werke 

Elektrizitäts-Gesellschaft MBH，その他の産業に属する Siemens Bauunion GmbH の 11 社

であった。監査役会副会長と監査役のポストによる兼任がみられた企業は，金属産業・金属加

工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Bayer AG，電機産業の Transformation Union 

AG，銀行業の Dresdner Bank AG，Berliner Disconto-Bank AG の 5 社であった。2 つの監

査役のポストによって兼任が成立していたケースは，金属産業・金属加工業の Vacuuschmelze 

GmbH，電機産業の Wiener Kabel- und Metallwerke AG，保険業の Tela Versicherungs-AG 

für Technische Anlagen の 3 社であった。

　2 件以上の兼任関係が成立していた企業をジーメンスの監査役会メンバーによるものに限定すると，

鉄鋼業の Otto Wolff AG，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Phoenix 

Gummiwerke AG，Bayer AG，自動車産業の Daimler-Benz AG，機械産業の Klöckner-Humboldt-
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Deutz AG，DEMAG AG，銀行業の Deutsche Bank AG，Deutsche Überseeische Bank，Dresdner Bank 

AG，保険業の Allianz Versicherungs-AG，Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft，電力業・ガス

産業・エネルギー産業の Bergmann-Elektricitätswerke AG，Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk 

AG の 14 社であり，他の企業の場合と比べても，その数は非常に多かった。ジーメンスの監査役会お

よび取締役会のメンバーが他社の監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていた上述のケースと

の比較では，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Bergmann-Elektricitätswerke AG では，それぞ

れ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによる 2 件分の兼任が少なく，合計 2 件の兼任となってい

た。同社を除く他の 13 社では，兼任の状況は，ジーメンスの監査役会および取締役会のメンバーが他

社の監査役会において 2 件以上の直接兼任を築いていた上述のケースに一致している。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる人兼任関係という点でみる

と，鉄鋼業では，August Thyssen-Hütte AG，Fried. Krupp GmbH，Mannesmann AG，

Klöckner-Werke AG といった最も代表的な企業との兼任関係が成立していた。化学産業でも，

互いに激しい競争関係にある BASF AG と Bayer AG，さらに Glanzstoff AG，Chemische 

Werke Hüls AG，Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG などの主要企業との間にも兼任関係が

み ら れ た。 機 械 産 業 で は，Klöckner-Humboldt-Deutz AG，DEMAG AG，Pittler 

Maschinenfabrik AG といった代表的企業との兼任関係があった。銀行業では，Deutsche 

Bank AG，Dresdner Bank AG という大銀行のほか Deutsche Überseeische Bank，Berliner 

Disconto-Bank AG といった有力銀行とも人的結合関係がみられた。保険業でも，互いにライ

バル関係にある Allianz Versicherungs-AG と Münchener Rückversicherungs-Gesellschaften

の両社に対して，強い兼任関係が築かれていた。そのような状況との比較でみると，ジーメン

スと同業の電機産業では，Osram GmbH のような主要な競争企業との間や Continental 

Elektroindustrie AG のような企業との間に兼任関係がみられたが，最も有力な競争相手であ

る AEG や Brown, Boveri & CIE, AG ，Robert Bosch GmbH といった企業との直接兼任の関

係はみられなかった。

　　　（2）AEG 役員の直接兼任構造

　つぎに，AEG 役員の直接兼任構造について，同社の監査役会および取締役会のメンバーが

他社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 12 参照），そのような兼

任関係がみられた企業数は 95 であり，合計 112 件の兼任関係がみられた。ジーメンスの場合

と同様に，兼任のみられた企業数も件数も非常に多かった。その内訳を産業別にみると，炭鉱

業が 2 社で 2 件，鉄鋼業が 7 社で 10 件，金属産業・金属加工業が 3 社で 3 件，化学産業が 7

社で 8 件，電機産業が 10 社で 14 件，自動車産業が 4 社で 5 件，機械産業が 11 社で 13 件，
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精密機械産業・光学産業が 1 社で 1 件，造船業が 2 社で 3 社，石油産業が 1 社で 1 件，食品

産業が 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業が 1 社で 1 件，醸造業が 2 社で 3 件，流通業が 2

社で 3 件，銀行業が 11 社で 12 件，保険業が 3 社で 3 件，電力業・ガス産業・エネルギー産

業が 3 社で 3 件，交通業が 4 社で 5 件，その他の産業が 20 社で 21 件となっている。多岐に

わたる産業のなかでも，AEG にとって同業種である電機産業をみた場合，他の多くの産業と

比べても兼任関係にある企業数や件数は非常に多かった。兼任のみられた企業数も兼任数も多

かった銀行業以外では，鉄鋼業，化学産業，電機産業，機械産業といったドイツの基幹産業で

ある重化学工業部門において多くの企業との直接兼任の関係が成立しており，その件数も多

かった。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，化学産

業では 2 社，電機産業では 5 社，自動車産業では 1 社，機械産業では 5 社，精密機械産業・

光学産業では 1 社，食品産業では 1 社，醸造業では 1 社，流通業では 1 社，銀行業では 5 社，

交通業では 1 社，その他の産業では 10 社となっており，各社 1 件であり，合計では 33 社で

33 件と多かった。電機産業の企業との兼任は，機械産業，銀行業とならんで最も多く，兼任

がみられた企業 10 社のうち監査役会会長のポストによる兼任がみられた企業が 5 社を占め，

半分であった。電機産業では，電線関連の製造企業との兼任が比較的多かった。また監査役会

表 12　AEG 役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

鉄 鋼 業 ― 1 社 1 件 7 社 9 件 7 社 10 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 ― ― 3 社 3 件 3 社 3 件

化 学 産 業 2 社 2 件 ― 5 社 6 件 7 社 8 件

電 機 産 業 5 社 5 件 2 社 2 件 5 社 7 件 10 社 14 件

自 動 車 産 業 1 社 1 件 ― 3 社 4 件 4 社 5 件

機 械 産 業 5 社 5 件 1 社 1 件 6 社 7 件 11 社 13 件

精 密 機 械 産 業 ・ 光 学 産 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

造 船 業 ― 1 社 1 件 1 社 2 件 2 社 3 件

石 油 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

食 品 産 業 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

醸 造 業 1 社 1 件 ― 2 社 2 件 2 社 3 件

流 通 業 1 社 1 件 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 3 件

銀 行 業 5 社 5 件 1 社 1 件 6 社 6 件 11 社 12 件

保 険 業 ― 1 社 1 件 2 社 2 件 3 社 3 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― 1 社 1 件 2 社 2 件 3 社 3 件

交 通 業 1 社 1 件 3 社 3 件 1 社 1 件 4 社 5 件

そ の 他 の 産 業 10 社 10 件 3 社 3 件 8 社 8 件 20 社 21 件

全 産 業 33 社 33 件 15 社 15 件 56 社 64 件 95 社 112 件
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会長のポストによる兼任があった企業には，化学産業では Schering AG，機械産業では

Olympia Werke AG，Wanderer-Werke AG， 銀 行 業 で は Ausfuhrkredit GmbH，Deutsche 

Überseeische Bank，Deutsche Hypothekenbank AG のような主要企業もみられた。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，鉄鋼業では 1 社で，電機産業では 2 社，

機械産業では 1 社，造船業では 1 社，流通業では 1 社，銀行業では 1 社，保険業では 1 社，

電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社，交通業では 3 社，その他の産業では 3 社で各

社 1 件であり，合計 15 社で 15 件となっていた。監査役副会長の職をとおしての兼任では，

例えば造船業の Deutsche Werft AG のようなその産業を代表する有力企業との間で人的結合

が築かれていた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 2 社で 2 件，鉄鋼業では 7 社で 9 件，

金属産業・金属加工業では 3 社で 3 件，化学産業では 5 社で 6 件，電機産業では 5 社で 7 件，

自動車産業では 3 社で 4 件，機械産業では 6 社で 7 件，造船業では 1 社で 2 件，石油産業で

は 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 1 社で 1 件，醸造業では 2 社で 2 件，流通業では

1 社で 1 件，銀行業は 6 社で 6 件，保険業では 2 社で 2 件，電力業・ガス産業・エネルギー

産業では 2 社で 2 件，交通業では 1 社で 1 件，その他の産業では 8 社で 8 件の兼任が成立

しており，合計 56 社で 64 件となっていた。鉄鋼業や機械産業とならんで電機産業の他社と

の兼任が多かった。監査役ポストによる兼任では，各産業の代表的企業が多く存在していた。

例えば炭鉱業の Preußag AG，鉄鋼業の Fried. Krupp Hüttenwerke AG，Mannesmann 

AG，Gutehoffnungsütte Aktienverein，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，

化学産業の Degussa AG，Continental Gummi-Werke AG，電機産業の Osram GmbH，自

動車産業の Daimler-Benz AG，AUDI-NSU-AUTO-UNION-AG，機械産業の Borsig GmbH， 

Klöckner-Humboldt-Deutz AG，Orenstein-Koppel und Lübecker Maschinenbau AG，造船

業の Howaldswerke-Deutsche Werft AG，石油産業の Deutsche Shell AG，銀行業の Dresdner 

Bank AG などの企業との兼任関係があった。

　また AEG の監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上の

直接兼任を築いていた企業をみると（表 13 参照），合計 14 社存在しており，兼任件数は 31 件

であった。それらの数は必ずしも少ないわけでないが，24 社において 57 件のそのような兼任

がみられたジーメンスの場合との間には大きな相違がみられる。産業の内訳をみると，鉄鋼業

では 2 社で 5 件，化学産業では 1 社で 2 件，電機産業では 3 社で 7 件，自動車産業では 1 社

で 2 件，機械産業では 1 社で 3 件，造船業では 1 社で 2 件，醸造業では 1 社で 2 件，流通業

では 1 社で 2 件，銀行業では 1 社で 2 件，交通業では 1 社で 2 件，その他の産業では 1 社で

2 件となっていた。合計で 3 件の兼任があった企業は 3 社，2 件の兼任となっていた企業は

11 社であった。
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　3 件の兼任がみられた企業は，鉄鋼業の Buderus’sche Eisenwerke，電機産業の

Hydrawerke AG，機械産業の Olympia Werke AG の 3 社であった。Hydrawerke AG ではそ

れぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任がみられた。

Olympia Werke AG では 1 つの監査役会会長と 2 つの監査役のポストによって兼任関係が築

かれていたのに対して，Buderus’sche Eisenwerke では 1 つの監査役会副会長と 2 つの監査

役のポストによって兼任関係が築かれていた。

　残りの 11 社は，2 件の兼任がみられた企業であった。監査役会会長と監査役のポストによ

る兼任となっていたケースは，醸造業の Schutheiß-Brauerei AG，流通業の Helmut Horten 

GmbH，銀行業の Berliner Commerzbank AG の 3 社においてみられた。監査役会副会長と

監査役のポストによる兼任のケースは，交通業の Allgemeine Lokalbahn- und Kraftwerke-

AG，その他の産業に属する Feldmühle AG の 2 社においてみられた。2 つの監査役ポストを

とおして兼任がみられた企業は，鉄鋼業の Mannesmann AG，化学産業の Rütgerwerke und 

Teerverwertung AG，電機産業の Rosenthal-Isolatoren GmbH，Sachsenwerk Licht- und 

Kraft AG，自動車産業の Daimler-Benz AG，造船業の Howaldswerke-Deutsche Werft AG

の 6 社であった。

　2 件以上の兼任が成立していた企業を AEG の監査役会メンバーによるものに限定すると，そのよう

なケースは，鉄鋼業の Buderus’sche Eisenwerke，Mannesmann AG，化学産業の Rütgerwerke und 

Teerverwertung AG，自動車産業の Daimler-Benz AG，醸造業の Schutheiß-Brauerei AG，流通業の

Helmut Horten GmbH，その他の産業に属する Feldmühle AG の 7 社においてみられた。いずれの企

業においても，兼任の状況は，AEG の監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において

2 件以上の兼任関係を築いていた上述のケースと同じであった。

表 13　AEG 役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 合　計

鉄 鋼 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 5 件

化 学 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

電 機 産 業 2 社 4 件 1 社 3 件 3 社 7 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

機 械 産 業 ― 1 社 3 件 1 社 3 件

造 船 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

醸 造 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

流 通 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

銀 行 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

交 通 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

全 産 業 11 社 22 件 3 社 9 件 14 社 31 件
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　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる兼任関係という点でみると，

鉄鋼業では，Mannesmann AG，Gutehoffnungsütte Aktienverein，Fried. Krupp Hüttenwerke 

AG，Otto Wolff AG，化学産業では，Degussa AG，Continental Gummi-Werke AG，Schering 

AG，自動車産業では，Daimler-Benz AG，AUDI-NSU-AUTO-UNION-AG，機械産業では，

Borsig GmbH，Klöckner-Humboldt-Deutz AG，Orenstein-Koppel und Lübecker 

Maschinenbau AG，Olympia Werke AG，Wanderer-Werke AG など，それぞれの産業部門

において競争関係にある多くの企業との間で，兼任関係がみられた。同様のことは，造船業の

Howaldswerke-Deutsche Werft AG と Deutsche Werft AG についてもいえる。一方，AEG

が属する電機産業でみると，Osram GmbH のような電球製造企業のほか，電線や絶縁体の製

造企業，照明設備や動力設備の製造企業，家電製品の製造企業など，この産業の多様な事業領

域・製品領域という特性もあり，同業他社との兼任関係も，各社の専門性に応じた多様なかた

ちとなっていたという点に，ひとつの特徴がみられる。

2　他社の監査役会における間接兼任構造

　これまでの考察において，電機産業の最大企業 2 社の役員による他社の監査役会での兼任

構造についてみてきた。それをふまえ，つぎに，これら 2 社をめぐる役員の間接兼任による

人的結合の構造を分析することにしよう。

　まずこれら 2 社の間で成立していた他社の監査役会における間接兼任の全体的状況をみる

と（表 14 参照），そのような兼任は合計 15 社においてみられ，兼任の総件数は 40 件であった。

産業別の内訳をみると，鉄鋼業では 2 社で 6 件，金属産業・金属加工業では 1 社で 3 件，化

学産業では 1 社で 3 件，電機産業では 1 社で 2 件，自動車産業では 1 社で 4 件，機械産業で

は 1 社で 4 件，銀行業では 4 社で 10 件，保険業では 1 社で 2 件，電力業・ガス産業・エネル

表 14　ジーメンスと AEG の間で他社の監査役会において成立している間接兼任の状況

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Allgemeine Electricitäts-Gesellschaft, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch 
der deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

鉄 鋼 業 ― 2 社 6 件 ― 2 社 6 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

化 学 産 業 ― 1 社 3 件 ― 1 社 3 件

電 機 産 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

自 動 車 産 業 ― ― 1 社 4 件 1 社 4 件

機 械 産 業 ― ― 1 社 4 件 1 社 4 件

銀 行 業 2 社 4 件 2 社 6 件 ― 4 社 10 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

全 産 業 7 社 14 件 6 社 18 件 2 社 8 件 15 社 40 件
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ギー産業では 1 社で 2 件，その他の産業では 2 社で 4 件であった。

　ジーメンスと AEG のいずれかが 2 件以上の兼任関係を有していたケースは，8 社みられ，

合計の兼任件数は 26 件であった。産業別の内訳では，鉄鋼業では 2 社で 6 件，金属産業・金

属加工業では 1 社で 3 件，化学産業では 1 社で 3 件，自動車産業では 1 社で 4 件，機械産業

では 1 社で 4 件，銀行業では 2 社で 6 件であった。これら 8 社のうち，合計 4 件の兼任があっ

た企業は 2 社，合計 3 件の兼任があった企業は 6 社であった。ジーメンスと AEG の 2 社をあ

わせて 2 件の兼任がみられた企業は７社であった。

　ジーメンスと AEG の 2 社をあわせて合計 4 件の兼任があった企業は，自動車産業の   

Daimler-Benz AG，機械産業の Klöckner-Humboldt-Deutz AG の 2 社であった。Daimler-

Benz AG では，ジーメンスはそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，AEG

は 2 つの監査役ポストによって兼任関係を築いていた。Klöckner-Humboldt-Deutz AG では，

ジーメンスはそれぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによって，

AEG は 1 つの監査役ポストによって兼任関係を有していた。

　ジーメンスと AEG をあわせて合計 3 件の兼任がみられた企業は，鉄鋼業の Otto Wolff 

AG，Mannesmann AG，金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の

Rütgerswerke und Teerverwertung AG，銀行業の Deutsche Überseeische Bank，Dresdner 

Bank AG の 6 社であった。Deutsche Überseeische Bank では，ジーメンスはそれぞれ 1 つ

の監査役会名誉会長と監査役会副会長のポストによって，AEG は監査役会会長のポストに

よって兼任を行っていた。Otto Wolff AG では，ジーメンスはそれぞれ 1 つの監査役会会長と

監査役のポストによって，AEG は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を築いていた。 

Rütgerswerke und Teerverwertung AG では，ジーメンスは監査役会会長のポストをとおし

て，AEG は 2 つの監査役ポストをとおして兼任関係を築いていた。Mannesmann AG では，

AEG は 2 つの監査役のポストによって，ジーメンスは監査役会会長のポストによって兼任関

係を成立させていた。Metallgesellschaft AG と Dresdner Bank AG の 2 社では，いずれにお

いても，ジーメンスはそれぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポストによって，AEG は 1

つの監査役ポストによって兼任関係を成立させていた。

　ジーメンスと AEG がそれぞれ 1 件の監査役会ポストによって間接兼任を成立させていた企

業は，7 社であった。その他の産業に属する Strabag Bau-AG では，AEG は監査役会会長の

ポストによって，ジーメンスは監査役会副会長のポストによって兼任を行っていた。電機産業

の Osram GmbH，銀行業の Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen GmbH，保険業の

Karlsruher Lebensversicherung AG，その他の産業に属する Deutsche Betriebsgesellschaft 

für drhatlose Telegrafie MBH の 4 社では，いずれにおいても，ジーメンスは監査役会会長

のポストによって，AEG は監査役ポストによって兼任関係を形成していた。銀行業の
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Berliner Bank AG では，AEG は監査役会副会長のポストによって，ジーメンスは監査役の

ポストによって兼任を行っていた。電力業・ガス産業・エネルギー産業の Hamburgische 

Elektricitätswerke AG では，ジーメンスと AEG がそれぞれ 1 つの監査役のポストによって

兼任関係を有していた。

　このように，ドイツ電機産業の 2 大代表的企業であるジーメンスと AEG は，それぞれがさ

まざまな産業の企業と多様な兼任関係を築くことによって，他社の監査役会において間接兼任

を成立させており，その人的結合は，両社の協調的関係を形成する上での基盤となっていた。

ただこれら 2 社と同業の電機産業において間接兼任がみられたのは Osram GmbH の 1 社に

限定されており，その数は少なかったが，この点は，化学産業の場合と類似している。

3　他社の取締役会における直接兼任構造

　　　（1）ジーメンス役員の直接兼任構造

　また電機産業の代表的企業 2 社の役員による他社の取締役会における直接兼任構造につい

てみると，ジーメンスの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼

任を行っていたケースは，鉄鋼業の August Thyssen-Hütte AG，化学産業の Bayer AG，銀

行業の Deutsche Bank AG，Bayerische Vereinsbank の 4 社でみられた。August Thyssen-

Hütte AG と Bayer AG では，いずれにおいても，取締役会会長のポストによって，Deutsche 

Bank AG と Bayerische Vereinsbank では，各社ともそれぞれ 1 つの取締役のポストによっ

て兼任関係が形成されていた。これら 4 社のすべてにおいて，それらの企業の出身者がジー

メンスの監査役のポストに就くというかたちでの兼任となっていた。

　他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみると，August Thyssen-Hütte AG，

Bayer AG，Deutsche Bank AG の 3 社との間では，いずれにおいても，監査役会と取締役会

の両トップ・マネジメント機関において直接兼任による人的結合が築かれていた。Deutsche 

Bank AG では，それぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任

に加えて，1 つの取締役のポストによる兼任がみられた。Bayer AG では，それぞれ 1 つの監

査役会副会長と監査役のポストによる兼任に加えて，取締役会会長のポストによる兼任がみら

れた。August Thyssen-Hütte AG では，1 つの監査役のポストによる兼任に加えて，取締役

会会長のポストによる兼任関係がみられた。それゆえ，これら 3 社では，ジーメンスとの人

的結合関係はそれだけ強いものであったといえる。

　　　（2）AEG 役員の直接兼任構造

　また AEG の監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼任を行っ

ていた状況についてみると，そのようなケースは，炭鉱業の Gewerkschaft Wintershall，化
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学産業の BASF AG，銀行業の Commerzbank AG，Deutsche Bank AG の 4 社においてみら

れ，いずれにおいても，兼任件数は 1 件であった。BASF では，取締役会会長のポストによ

る兼任が成立していたのに対して，残りの 3 社では，取締役のポストによる兼任となってい

た。このような兼任関係は，これらの企業の出身者あるいはそれと資本関係のある企業の出身

者が AEG の監査役会のポストを兼任することによって成立したものであった。

　他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみると，監査役会と取締役会の両者にお

いて直接兼任による人的結合が築かれていたケースはみられなかった。この点，両トップ ･マ

ネジメント機関において兼任関係が成立していた企業が 3 社みられたジーメンスの場合とは

大きく異なっている。

Ⅳ　自動車産業の主要企業 3 社の役員による他社の

トップ・マネジメント機関における兼任構造

　以上の考察において，化学産業の主要 3 社，電機産業の主要 2 社の役員兼任について，他

社の監査役会における直接兼任と間接兼任，取締役会における直接兼任の構造を明らかにして

きた。それをふまえて，つぎに，自動車産業の代表的企業 3 社についてみていくことにする。

1　他社の監査役会における直接兼任構造

　　　（1）ダイムラー・ベンツ役員の直接兼任構造

　まず他社の監査役会における直接兼任構造につい考察を行うことにするが，ダイムラー・ベ

ンツの監査役会および取締役会のメンバーが他社の監査役会において直接兼任の関係にあった

ケースをみると（表 15 参照），その企業数は 95 であり，合計 133 件の兼任関係が成立してい

た。大銀行の場合を除くと，それらの数は，産業企業のなかではきわめて多いものであった。

このことは，ダイムラー・ベンツの監査役会のメンバーにドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメ

ルツ銀行の 3 大銀行の出身者が存在していたことによるものでもあった。

　ダイムラー・ベンツ役員による直接兼任の内訳を産業別にみると，炭鉱業が 2 社で 2 件，

鉄鋼業が 4 社で 9 件，金属産業・金属加工業が 5 社で 7 件，化学産業が 11 社で 15 件，電機

産業が 9 社で 12 件，自動車産業が 9 社で 18 件，機械産業が 13 社で 18 件，石油産業が 1 社

で 1 件，食品産業が 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業が 3 社で 5 件，流通業が 3 社で 4 件，

銀行業が 8 社で 8 件，保険業が 5 社で 6 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が 4 社で 5

件，交通業が 1 社で 1 件，その他の産業が 16 社で 21 件となっていた。多岐にわたる産業の

なかでも，自動車産業以外では，鉄鋼業，金属産業・金属加工業，化学産業，電機産業，機械

産業において多くの企業との直接兼任が成立しており，ドイツ製造業の基幹産業である重化学
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工業部門との関係が強かったといえる。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会名誉会長のポストによる直接兼任のケース

は，炭鉱業 1 社，鉄鋼業 2 社，化学産業 2 社，機械産業 1 社，銀行業 1 社，その他の産業 4

社の合計 11 社においてみられた。そのうち，炭鉱業の Gebr. Stumm GmbH，化学産業の

Zellstofffabrik Waldhof，機械産業の Pittler Maschinenfabrik AG，銀行業の Deutsche 

Überseeische Bank，その他の産業に属する，Salamander AG，Süddeutsche Zucker-AG の

6 社では，いずれにおいても，ドイツ銀行の監査役会会長でありダイムラー・ベンツの監査役

会会長でもあった H J. アプスの兼任によるものであった。

　監査役会会長のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 1 社，鉄鋼業では 2 社，化学産

業では 2 社，電機産業では 3 社，自動車産業では 5 社，機械産業では 5 社，食品産業では 1

社，繊維・紡績・織物産業では 1 社，流通業では 2 社，銀行業では 2 社，保険業では 2 社，

電力業・ガス産業・エネルギー産業では 2 社，交通業では 1 社，その他の産業では 8 社となっ

ており，各社 1 件であり，合計では 37 社において 37 件と非常に多かった。機械産業と同様，

自動車産業の企業との兼任が多かったが，そこでの重点はむしろダイムラー・ベンツの子会社

との兼任にあったといえる。また，鉄鋼業では Fried. Krupp GmbH，化学産業では Phoenix 

Gummiwerke AG，Glanzstoff AG，機械産業の Wanderer-Werke AG，流通業では Karstadt 

AG， 保 険 業 の Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，Gerling-Konzern Speziale 

Kreditversicherungs-AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Rheinisch-Westfälisches 

表 15　ダイムラー・ベンツ役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と
一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Daimler-Benz AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
名誉会長

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 1 社 1 件 1 社 1 件 ― ― 2 社 2 件

鉄 鋼 業 2 社 2 件 2 社 2 件 ― 3 社 5 件 4 社 9 件

金属産業・金属加工業 ― ― 3 社 4 件 2 社 3 件 5 社 7 件

化 学 産 業 2 社 2 件 2 社 2 件 4 社 4 件 5 社 7 件 11 社 15 件

電 機 産 業 ― 3 社 3 件 6 社 6 件 3 社 3 件 9 社 12 件

自 動 車 産 業 ― 5 社 5 件 1 社 1 件 6 社 12 件 9 社 18 件

機 械 産 業 1 社 1 件 5 社 5 件 5 社 5 件 6 社 7 件 13 社 18 件

石 油 産 業 ― ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

食 品 産 業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

繊維・紡績・織物産業 ― 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 3 件 3 社 5 件

流 通 業 ― 2 社 2 件 ― 1 社 2 件 3 社 4 件

銀 行 業 1 社 1 件 2 社 2 件 1 社 1 件 4 社 4 件 8 社 8 件

保 険 業 ― 2 社 2 件 ― 4 社 4 件 5 社 6 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― 2 社 2 件 2 社 2 件 1 社 1 件 4 社 5 件

交 通 業 ― 1 社 1 件 ― ― 1 社 1 件

そ の 他 の 産 業 4 社 4 件 8 社 8 件 1 社 1 件 7 社 8 件 16 社 21 件

全 産 業 11 社 11 件 37 社 37 件 24 社 25 件 45 社 60 件 95 社 133 件
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Elektrizitätswerk AG，交通業の Deutsche Lufthansa AG といった各産業の主要企業との兼

任関係がみられた。それらはすべて，ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行のいずれか

の出身の役員による兼任が関係していた。Fried. Krupp GmbH，Phoenix Gummiwerke AG，

Glanzstoff AG，Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk AG，Deutsche Lufthansa AG

では，いずれにおいても，ドイツ銀行出身のダイムラー・ベンツの監査役会メンバーによる兼

任 で あ っ た。Karstadt AG，Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，Gerling-Konzern 

Speziale Kredutversicherungs-AG では，コメルツ銀行出身のダイムラー・ベンツの監査役会

メンバーによる兼任であった。また銀行業についてみても，ドイツ銀行とコメルツ銀行では，

いずれにおいても，監査役会会長のポストによる兼任がみられたが，それらは，各行の出身者

がダイムラー・ベンツの監査役会ポストを兼任することによって成立したものであった。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，金属産業・金属加工業では 3 社で 4 件，

化学産業では 4 社で 4 件，電機産業では 6 社で 6 件，自動車産業では 1 社で 1 件，機械産業

では 5 社で 5 件，繊維・紡績・織物産業では 1 社で 1 件，銀行業では 1 社で 1 件，電力業・

ガス産業・エネルギー産業では 2 社で 2 件，その他の産業では 1 社で 1 件みられ，合計 24 社

で 25 件であった。監査役副会長の職をとおしての兼任では，例えば化学産業の BASF AG，

Hoechst AG，電機産業の Siemens AG，AEG などそれぞれの産業の最大手企業において兼任

関係がみられた。それらは，3 大銀行のいずれかの出身者である監査役会メンバーによる兼任

であり，ダイムラー・ベンツと銀行の間の深い関係があらわれている。

　監査役のポストによる兼任のケースは，鉄鋼業では 3 社で 5 件，金属産業・金属加工業で

は 2 社で 3 件，化学産業では 5 社で 7 件，電機産業では 3 社で 3 件，自動車産業では 6 社で

12 件，機械産業では 6 社で 7 件，石油産業では 1 社で 1 件，繊維・紡績・織物産業では 2 社

で 3 件，流通業では 1 社で 2 件，銀行業は 4 社で 4 件，保険業では 4 社で 4 件，電力業・ガ

ス産業・エネルギー産業では 1 社で 1 件，その他の産業では 7 社で 8 件の兼任が成立してお

り，合計 45 社で 60 件となっていた。監査役のポストによる兼任では，各産業の代表的企

業が多く存在していた。それは，例えば金属産業・金属加工業の Metallgesellschaft AG，

化学産業の Degussa AG，電機産業の Siemens AG，AEG，Brown, Boveri & Cie, AG，自動

車産業の Audi-NSU-Auto-Union-AG，保険業のゲーリング・グループの企業（Gerling Konzern 

Lebensversicherungs-AG，Gerling Konzern Allemeine Versicherungs-AG，Gerlng-Konzern Friedrich 

Wilhelm Lebensversicherungs-AG）などにみられた。

　またダイムラー・ベンツの監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会におい

て 2 件以上の直接兼任を築いていた企業をみると（表 16 参照），合計 26 社みられ，総件数は

64 件であった。産業の内訳をみると，鉄鋼業では 2 社で 7 件，金属産業・金属加工業では 2

社で 4 件，化学産業では 2 社で 6 件，電機産業では 3 社で 6 件，自動車産業では 4 社で 13 件，



86 立命館経営学（第 57 巻　第 6 号）

機械産業では 4 社で 9 件，繊維・紡績・織物産業では 2 社で 4 件，流通業では 1 社で 2 件，

保険業では 1 社で 2 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社で 2 件，その他の産業

が 4 社で 9 件となっていた。合計 4 件の兼任がみられた企業は 4 社，3 件の兼任が成立して

いた企業は 4 社，2 件の兼任関係があった企業は 18 社となっていた。

　合計 4 件の兼任がみられたケースは，鉄鋼業の Buderus’sche Eisenwerke，化学産業の

Dynamit Novel AG，自動車産業の Maybach Mercedes-Benz-Motorenbau GmbH，Mercedes-

Benz do Brasil S.A. の 4 社であった。Buderus’sche Eisenwerke では，それぞれ 1 つの監査

役会名誉会長と監査役会会長のポストに加えて 2 つの監査役のポストによる兼任が成立して

いた。これに対して，Dynamit Novel AG では，監査役会名誉会長と 3 つの監査役のポスト

による兼任関係となっていた。Maybach Mercedes-Benz-Motorenbau GmbH では，それぞ

れ 1 つの監査役会会長と監査役会副会長のポストに加えて，2 つの監査役のポストによる兼

任がみられた。Mercedes-Benz do Brasil S.A. では 4 つの監査役のポストによる兼任であっ

た。

　合計で 3 件の兼任があった企業は，鉄鋼業の Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianhütte MBH，

自動車産業の Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH，機械産業の Maschinenfabrik 

Esslingen AG，その他の産業の Norddeutsche Papierwerke GmbH の 4 社であった。Eisenwerk-

Gesellschaft Maximilianhütte MBH と Norddeutsche Papierwerke GmbH の 2 社では，い

ずれにおいても，監査役会名誉会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみられた。一方，

Maschinenfabrik Esslingen AG では，監査役会会長と 2 つの監査役のポストによる兼任がみ

られたのに対して，Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH では，3 つの監査役のポスト

による兼任が成立していた。

　残りの 18 社は 2 件のポストによる兼任となっていたケースであった。監査役会名誉会長と

表 16　ダイムラー・ベンツ役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Daimler-Benz AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 4　件 合　計

鉄 鋼 業 ― 1 社 3 件 1 社 4 件 2 社 7 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

化 学 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 4 件 2 社 6 件

電 機 産 業 3 社 6 件 ― ― 3 社 6 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 8 件 4 社 13 件

機 械 産 業 3 社 6 件 1 社 3 件 ― 4 社 9 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 2 社 4 件 ― ― 2 社 4 件

流 通 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

保 険 業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 1 社 2 件 ― ― 1 社 2 件

そ の 他 の 産 業 3 社 6 件 1 社 3 件 ― 4 社 9 件

全 産 業 18 社 36 件 4 社 12 件 4 社 16 件 26 社 64 件
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監査役のポストによる兼任がみられた企業は，その他の産業の Feldmühle AG の 1 社であっ

た。監査役会会長と監査役会副会長のポストによる兼任がみられた企業は，電機産業の 

Dominitwerke GmbH，機械産業の Industrie-Werke Karlsruhe AG，Keller & Knappich 

GmbH，繊維・紡績・織物産業の Kammgarnspinnerei Stöhr & CO, AG，電力業・ガス産

業・エネルギー産業の Concordia Elektrizitäts-AG の 5 社であった。監査役会会長と監査役

のポストによる兼任となっていた企業は，化学産業の Phoenix Gummiwerke AG，自動車産

業の Mercedes-Benz Argentina S.A.，保険業の Gerling-Konzern Lebensversicherungs-AG，

その他の産業に属する Holzindustrie Bruchsal，Reparaturwerk Böblingen の 5 社であった。

2 つの監査役会副会長のポストによる兼任がみられた企業は，金属産業・金属加工業の   

Busch-Jaeger Dürener Metallwerke AG の 1 社であった。監査役会副会長と監査役のポスト

による兼任となっていた企業は，電機産業の Siemens AG，AEG，機械産業の Ernst Heinkel 

AG （Heinkel AG）の 3 社であった。2 つの監査役のポストによって兼任関係が築かれていた企

業は，金属産業・金属加工業の Metallhüttenwerke Lübeck GmbH，繊維・紡績・織物産業

の Württenbergische Baumwollspinnerei und -Weberei，流通業の United Car and Diesel 

Distributors Pty. Ltd. の 3 社であった。

　2 件以上の兼任がみられた企業をダイムラー・ベンツの監査役会メンバーによるものに限定すると，

そのようなケースは，鉄鋼業の Buderus’sche Eisenwerke，Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianhütte 

MBH，金属産業・金属加工業の Busch-Jaeger Dürener Metallwerke AG，Metallhüttenwerke Lübeck 

GmbH，化学産業の Dynamit Novel AG，Phoenix Gummiwerke AG，電機産業の Dominitwerke 

GmbH，Siemens AG，AEG， 機 械 産 業 の Industrie-Werke Karlsruhe AG，Keller & Knappich 

GmbH，繊維・紡績・織物産業の Kammgarnspinnerei Stöhr & CO, AG，保険業の Gerling-Konzern 

Lebensversicherungs-AG，電力業・ガス産業・エネルギー産業の Concordia Elektrizitäts-AG，その

他の産業の Norddeutsche Papierwerke GmbH，Feldmühle AG の合計 16 社においてみられた。いず

れの企業においても，兼任の状況は，ダイムラー・ベンツの監査役会および取締役会のメンバーが他社

の監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていた上述のケースと同じであった。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる兼任関係という点でみると，

そのような企業としては，化学産業では BASF AG，Hoechst AG，Glanzstoff AG， Degussa 

AG，電機産業では Siemens AG，AEG，Brown, Boveri & Cie, AG，ダイムラー・ベンツに

とって同業種である自動車産業では AUDI-NSU-AUTO-UNION-AG，Hanomag-Henschel 

Fahrzeugwerke GmbH，機械産業では Maschinenfabrik Esslingen AG，Pittler Maschinenfabrik 

AG，Wanderer-Werke AG な ど が あ げ ら れ る。 ま た 銀 行 業 で は Deutsche Bank AG， 
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Commerzbank AG などがあった。

　　　（2）フォルクスワーゲン役員の直接兼任構造

　つぎに，フォルクスワーゲン役員の直接兼任について，同社の監査役会および取締役会のメ

ンバーが他社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 17 参照），兼任

関係がみられた企業数は 49 であり，合計 54 件の兼任関係が成立していた。その内訳を産業

別にみると，炭鉱業が 2 社で 2 件，鉄鋼業が 6 社で 9 件，金属産業・金属加工業が 3 社で 3

件，化学産業が 6 社で 6 件，電機産業が 4 社で 4 件，自動車産業が 2 社で 3 社，機械産業が

2 社で 2 件，精密機械産業・光学産業が 1 社で 1 件，石油産業が 1 社で 1 件，流通業が 3 社

で 3 件，銀行業が 6 社で 7 件，保険業が 1 社で 1 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業が

1 社で 1 件，交通業が 1 社で 1 件，その他の産業が 10 社で 10 件となっている。兼任関係の

ある企業の属する産業は多岐におよんでいるが，鉄鋼業，化学産業，電機産業など基幹産業を

構成する重化学工業部門との関係が強かったといえる。

　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，鉄鋼業

では 1 社，金属産業・金属加工業では 2 社，化学産業では 4 社，電機産業では 3 社，自動車

産業では 1 社，機械産業では 2 社，流通業では 1 社，銀行業では 2 社，その他の産業では 5

社となっており，各社 1 件であり，合計では 21 社で 21 件であった。例えば鉄鋼業では

Salzgitter AG，金属産業・金属加工業では Metallgesellschaft AG，化学産業では Hoechst 

表 17　フォルクスワーゲン役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（注）：※） 2 件以上の兼任ポストがある企業が存在するため，兼任のみられる企業全体の数は各職位別の企業数の合計と

一致しない場合がある。

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Volkswagenwerk AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体※）

炭 鉱 業 ― ― 2 社 2 件 2 社 2 件

鉄 鋼 業 1 社 1 件 3 社 3 件 4 社 5 件 6 社 9 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 2 社 2 件 ― 1 社 1 件 3 社 3 件

化 学 産 業 4 社 4 件 1 社 1 件 1 社 1 件 6 社 6 件

電 機 産 業 3 社 3 件 1 社 1 件 ― 4 社 4 件

自 動 車 産 業 1 社 1 件 1 社 1 件 1 社 1 件 2 社 3 件

機 械 産 業 2 社 2 件 ― ― 2 社 2 件

精 密 機 械 産 業 ・ 光 学 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

石 油 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

流 通 業 1 社 1 件 2 社 2 件 ― 3 社 3 件

銀 行 業 2 社 2 件 4 社 4 件 1 社 1 件 6 社 7 件

保 険 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

電力業・ガス産業・エネルギー産業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

交 通 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件

そ の 他 の 産 業 5 社 5 件 1 社 1 件 4 社 4 件 10 社 10 件

全 産 業 21 社 21 件 14 社 14 件 18 社 19 件 49 社 54 件
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AG，Degussa AG，Wintershall AG，Chemische Werke Hüls AG，電機産業では Brown 

Boveri & Cie, AG，自動車産業の Auto Union GmbH など，それぞれの産業の有力企業との

兼任関係がみられた。監査役会会長のポストによる兼任においては，Deutsche Bank AG や

Dresdner Bank AG の出身の役員によるフォルクスワーゲンの監査役会ポストの兼任も多く

みられた。

　監査役会副会長のポストによる兼任のケースは，鉄鋼業では 3 社，化学産業では 1 社，電

機産業では 1 社，自動車産業では 1 社，流通業では 2 社，銀行業では 4 社，交通業では 1 社，

その他の産業では 1 社となっており，各社 1 件であり，合計 14 社において 14 件の兼任がみ

られた。これらの企業のなかには，鉄鋼業では Fried. Krupp GmbH，Salzgitter AG，自動車

産業の Audi NSU Auto Union AG，流通業の Karstadt AG，銀行業の Dresdner Bank AG と

いった主要企業が含まれていた。そこには，監査役会会長のポストでの兼任の場合と同様に，

大銀行の出身者による兼任も多くみられた。

　監査役のポストによる兼任のケースは，炭鉱業では 2 社で 2 件，鉄鋼業では 4 社で 5 件，

金属産業・金属加工業では 1 社で 1 件，化学産業では 1 社で 1 件，自動車産業では 1 社で 1

件，精密機械産業・光学産業では 1 社で 1 件，石油産業では 1 社で 1 件，銀行業は 1 社で 1

件，保険業では 1 社で 1 件，電力業・ガス産業・エネルギー産業では 1 社で 1 件，その他の

産業では 4 社で 4 件の兼任が成立しており，合計 18 社で 19 件となっていた。監査役ポスト

による兼任では，各産業の代表的企業が多く含まれていた。それは，例えば炭鉱業の

Preußag AG，鉄鋼業の Mannesmann AG，Salzgitter AG，石油産業の Deutsche Shell AG，

銀行業の Dresdner Bank AG，保険業の Allianz-Versicherungs-AG などにみられた。

　またフォルクスワーゲンの監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会におい

て 2 件以上の直接兼任を築いていた企業をみると（表 18 参照），鉄鋼業の Salzgitter AG，

Mannesmann AG，自動車産業の Auto Union GmbH，銀行業の Dresdner Bank AG の 4 社

が存在しており，件数は合計で 9 件であった。Salzgitter AG では 3 件の兼任関係が成立して

おり，それぞれ 1 つの監査役会会長，監査役会副会長，監査役のポストによる兼任がみられ

た。このような兼任の状況から考えても，Volkswagenwerk AG と Salzgitter AG の間には強

表 18　フォルクスワーゲン役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における 2 件以上の直接兼任のケース

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Volkswagenwerk AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen 
Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件 3　件 合　計

鉄 鋼 業 1 社 2 件 1 社 3 件 2 社 5 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

銀 行 業 1 社 2 件 ― 1 社 2 件

全 産 業 3 社 6 件 1 社 3 件 4 社 9 件
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い人的結合関係が築かれていたといえる。他の 3 社は，2 件の兼任がみられたケースであった。

Auto Union GmbH ではそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによる兼任が成立して

いたのに対して，Dresdner Bank AG では，それぞれ 1 つの監査役会副会長と監査役のポス

トによる 2 件に兼任関係がみられた。一方，Mannesmann AG では，2 つの監査役のポスト

による兼任となっていた。2 件以上の兼任がみられた企業の数が 26 社にのぼり兼任の総件数

が 64 件におよんでいたダイムラー・ベンツと比べると，状況は大きく異なっていた。

　2 件以上の兼任が成立していた企業をフォルクスワーゲンの監査役会メンバーによるものに限定する

と，Salzgitter AG の 1 社のみであった。兼任の状況は，フォルクスワーゲンの監査役会および取締役

会のメンバーが他社の監査役会において 2 件以上の兼任関係を築いていた上述の場合と同じであった。

　さらに互いに競争関係にある企業との監査役会のポストによる人兼任関係という点でみる

と，それは，例えば鉄鋼業や化学産業において顕著であった。鉄鋼業では，Fried. Krupp 

GmbH，Mannesmann AG，Salzgitter AG， 化 学 産 業 で は Hoechst AG，Degussa AG，

Wintershall AG，Wetzell Gummiwerke AG といった競争関係にある主要な企業との間にぞ

れぞれ兼任関係が築かれていた。

　　　（3）BMW 役員の直接兼任構造

　また BMW 役員の直接兼任構造について，同社の監査役会および取締役会のメンバーが他

社の監査役会において直接兼任の関係にあったケースをみると（表 19 参照），兼任関係がみら

れた企業数は 10 となっており，各社 1 件であり，合計 10 社で 10 件であった。その内訳を産

業別にみると，自動車産業が 1 社，機械産業が 6 社，繊維・紡績・織物産業が 2 社，その他

の産業が 1 社となっており，各社においてそれぞれ 1 件ずつの兼任がみられた。ダイムラー・

ベンツやフォルクスワーゲンのような自動車企業のみならず，化学産業および電機産業におけ

るこれまでに考察を行ってきた企業や前稿において考察した鉄鋼業の企業 10）と比べても，兼

任が成立している企業数と件数のいずれにおいても少なかった。

表 19　BMW 役員（監査役会・取締役会のメンバー）による他社の監査役会における直接兼任の状況

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Bayerische-Motoren-Werke AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der 
deutschen Aktiengesellschaften，各年度版を基に筆者作成。

兼任状況
産　業

監査役会
会長

監査役会
副会長

監査役
監査役会の
職位全体　

自 動 車 産 業 ― ― 1 社 1 件 1 社 1 件

機 械 産 業 ― 4 社 4 件 2 社 2 件 6 社 6 件

繊 維 ・ 紡 績 ・ 織 物 産 業 1 社 1 件 ― 1 社 1 件 2 社 2 件

そ の 他 の 産 業 ― 1 社 1 件 ― 1 社 1 件

全 産 業 1 社 1 件 5 社 5 件 4 社 4 件 10 社 10 件
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　兼任ポストの職位との関連でみると，監査役会会長のポストによる兼任のケースは，繊維・

紡績・織物産業の Wollspinnerei und Weberei Neuses AG の 1 社のみであった。監査役会副

会長のポストによって 1 件の兼任関係が成立していた企業は，機械産業の Messerschmitt-

Bölkow-Blohm-GmbH，Industriewerke Transportsysteme AG，Mauser Meßzeug GmbH，

Regel und Meßtechnik GmbH，その他の産業に属する Mauser AG の 5 社であった。残りの

4 社は 1 つの監査役ポストによる兼任のケースであったが，それは，自動車産業の Auto-

Union GmbH，機械産業の Industrie-Werke Karlsruhe AG，Iwk Pressen GmbH Kassel-

Lohfelden Roch Luneville，繊維・紡績・織物産業の Mechanische Baumwoll-Spinnerei und 

Weberei Augsburg であった。

　BMW では，ドイツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行という 3 大銀行 11）や前稿におい

て考察を行った鉄鋼業 8 社 12），本稿においてこれまでに取り上げた 3 つの産業の産業企業 7

社とは異なり，監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件以上

の直接兼任関係を築いていた企業は存在しなかった。こうした点からみても，役員の直接兼任

による人的結合は，その広がりという面のみならず，強さという面でも，本稿での考察対象と

された他の代表的企業に比べると，大きな差異があった。

2　他社の監査役会における間接兼任構造

　役員による直接兼任についての以上の考察をふまえて，つぎに，自動車産業の主要企業 3

社の間あるいはそれらのうちの 2 社間で成立していた間接兼任の構造についても，考察を行

うことにする。ダイムラー・ベンツ，フォルクスワーゲンおよび BMW の 3 社間における他

社での間接兼任が成立していたケースはみられなかった。そこで，2 社の間での間接兼任の状

況をダイムラー・ベンツとフォルクスワーゲンの間で成立したケースについてみると（表 20 参

照），そのような企業は 9 社みられ，兼任の総件数は 18 件であった。ダイムラー・ベンツと

BMW の間の間接兼任は 1 社においてみられ，3 件の兼任があった。フォルクスワーゲンと

表 20　ダイムラー ･ベンツとフォルクスワーゲンの間で他社の監査役会において

成立している間接兼任の状況

（出所）：G. Mossner (Hrsg.), a.a.O., Daimler-Benz AG, Geschäftsbericht, Volkswagenwerk 
AG, Geschäftsbericht，各年度版，Handbuch der deutschen Aktiengesellschaften，
各年度版を基に筆者作成。

兼任件数
産　業

2　件

鉄 鋼 業 1 社 2 件

金 属 産 業 ・ 金 属 加 工 業 1 社 2 件

化 学 産 業 3 社 6 件

電 機 産 業 2 社 4 件

自 動 車 産 業 1 社 2 件

流 通 業 1 社 2 件

全 産 業 9 社 18 件



92 立命館経営学（第 57 巻　第 6 号）

BMW の間での間接兼任も 1 社にすぎなかったが，合計 3 件の兼任があった。それゆえ，これ

ら 3 つの組み合わせでのケースは 11 社においてみられ，兼任の総件数は 24 件であった。以

下では，これら 3 つの間接兼任のパターンについてみていくことにしよう。

　まずダイムラー・ベンツとフォルクスワーゲンの間に成立していた他社の監査役会における

間接兼任をみると，そのようなケースは，鉄鋼業の Fried. Krupp GmbH，金属産業・金属加

工業の Metallgesellschaft AG，化学産業の Wintershall AG，Hoechst AG，Degussa AG，

電機産業の Hans Still GmbH，Brown, Boveri & Cie, AG，自動車産業の AUDI NSU Auto 

Union AG，流通業の Karstadt AG の 9 社においてみられた。これらのケースのいずれにお

いても，ダイムラー・ベンツとフォルクスワーゲンの 2 社をあわせて合計 2 件の兼任が成立

しており，兼任の総件数は 18 件であった。Fried. Krupp GmbH，Karstadt AG の 2 社では，

いずれにおいても，ダイムラー・ベンツは監査役会会長のポストによって，フォルクスワーゲ

ンは 1 つの監査役会副会長のポストによって兼任関係を有していた。これに対して，化学産

業の Hoechst AG，Wintershall AG，Hans Still GmbH の 3 社では，いずれにおいても，フォ

ルクスワーゲンは監査役会会長のポストによって，ダイムラー・ベンツは監査役会副会長のポ

ストによって兼任関係を築いていた。Metallgesellschaft AG，Degussa AG，Brown, Boveri 

& Cie, AG の 3 社では，いずれにおいても，フォルクスワーゲンは監査役会会長のポストに

よって，ダイムラー・ベンツは監査役のポストによって兼任関係を築いていた。AUDI NSU 

Auto Union AG では，フォルクスワーゲンは監査役会副会長のポストによって，ダイムラー・

ベンツは監査役のポストによって兼任関係を形成していた。これらのケースにおいては，ドイ

ツ銀行，ドレスナー銀行，コメルツ銀行の 3 大銀行の出身者がダイムラー・ベンツあるいは

フォルクスワーゲンの監査役会のメンバーとなることによって，自らの出身の銀行との深いつ

ながりから他社の監査役会での兼任が成立してことも少なくなく，その結果，同時に間接兼任

が形成されていたという傾向もみられた。

　またダイムラー・ベンツと BMW の間に成立していた他社の監査役会における間接兼任を

みると，機械産業の Industrie-Werke Karlsruhe AG の 1 社においてのみみられた。同社で

は，ダイムラー・ベンツは監査役会会長と監査役会副会長の合計 2 つのポストによって，

BMW は 1 つの監査役のポストによって兼任関係を有しており，合計 3 件の兼任がみられた。

これに対して，ダイムラー・ベンツとフォルクスワーゲンの間での間接兼任においては，合計

3 件の兼任がみられたケースは存在しなかった。

　さらにフォルクスワーゲンと BMW との間で成立していた間接兼任についてみると，それ

は，自動車産業の Auto Union GmbH の 1 社においてみられたにすぎない。そこでは，フォ

ルクスワーゲンはそれぞれ 1 つの監査役会会長と監査役のポストによって，BMW は 1 つの監

査役のポストによって兼任関係を形成しており，ダイムラー・ベンツと BMW の間で間接兼
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任がみられた Industrie-Werke Karlsruhe AG の場合と同様に，合計 3 つのポストによって間

接兼任が成立していた。

　以上の考察結果を同一産業における競争関係という点からみると，ダイムラー・ベンツ，

フォルクスワーゲンおよび BMW の 3 社からすれば，同業種である自動車産業では，それぞ

れのケースによって間接兼任が成立していた企業の組み合わせは異なるが，そのような兼任関

係は，AUDI NSU Auto Union AG と Auto Union GmbH の 2 社においてみられた。このよ

うに，ダイムラー・ベンツとフォルクスワーゲンあるいはフォルクスワーゲンと BMW の間

では，協調的関係が成立する基盤が形成されていたといえる。そのような企業間の兼任関係の

形成によって，間接兼任が成立していた AUDI NSU Auto Union AG と Auto Union GmbH

の 2 社をめぐって，あるいは自動車産業における事業の展開をめぐって，協調がはかられる

基盤が生み出されていたといえる。

3　他社の取締役会における直接兼任構造

　　　（1）ダイムラー・ベンツ役員の直接兼任構造

　つぎに，自動車企業 3 社の役員が他社の取締役会において直接兼任を行っていたケースを

みると，BMW にはそれに該当するケースはみられなかった。そこで，まずダイムラー・ベン

ツの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直接兼任を行っている状況

についてみると，そのようなケースは，鉄鋼業の Schrottag Bayerische Schrott-Gesellschaft 

MBH，電機産業の Varta AG，自動車産業の Daimler-Benz（Australia）Pty. Ltd と Mercedes-

Benz（New Zealand）Ltd. というダイムラー・ベンツの国外現地法人，機械産業の Tata 

Engineerng & Loccomotive Ca. Ltd.，銀行業の Commerzbank AG von 1870 の 6 社であり，

兼任件数は合計 8 件であった。Varta AG ではそれぞれ１つの取締役会会長と取締役会副会長

のポストによる兼任がみられたほか，Tata Engineerng &  Loccomotive Ca. Ltd. では取締役

と取締役代理の 2 つのポストによる兼任となっていた。他の 4 社では，いずれにおいても，1

つの取締役ポストによって兼任関係が築かれていた。

　他社の監査役会における兼任の状況とあわせてみてみると，機械産業の Tata Engineerng 

& Loccomotive Ca. Ltd. との間には，監査役会と取締役会の両者において直接兼任による人

的結合が築かれていた。そこでは，1 つの監査役のポストによる兼任に加えて，それぞれ 1 つ

の取締役と取締役代理のポストによる兼任がみられた。しかし，両トップ・マネジメント機関

において兼任がみられたケースはわずか１社であり，他社との兼任関係の重点は監査役会に

あった。



94 立命館経営学（第 57 巻　第 6 号）

　　　（2）フォルクスワーゲン役員の直接兼任構造

　またフォルクスワーゲンの監査役会および取締役会のメンバーが他社の取締役会において直

接兼任を行っていた状況についてみると，そのようなケースは，機械産業の DEMAG AG，銀

行業の Landesbank für Westfalen Girozentrale，Deutsche Bank AG の 3 社でみられた。

Landesbank für Westfalen Girozentrale では取締役会会長のポストによる 1 件の兼任があっ

たのに対して，DEMAG AG と Deutsche Bank AG では，いずれにおいても，取締役のポス

トによる兼任関係が 1 件みられた。銀行業の 2 社では，各行の取締役会メンバーによるフォ

ルクスワーゲンの監査役会ポストの兼任によるものであった。フォルクスワーゲンでは，これ

までに取り上げた多くの企業の場合とは異なり，他社の監査役会と取締役会の両者において直

接兼任による人的結合が築かれているケースはみられなかった。

Ⅴ　むすびにかえて

　以上の考察において，ドイツ資本主義の基幹産業の一翼を担う化学産業，電機産業，自動車

産業における主要企業が他社のトップ・マネジメント機関（監査役会および取締役会）において

どのような直接兼任および間接兼任の関係を築いていたのかという点に関して，各社の監査役

会と取締役会の両者のメンバーによる兼任関係についてみてきた。本稿での分析をとおして，

1965 年株式法後の 60 年代末頃の時期におけるこれら 3 つの基幹産業部門の代表的企業の役

員による直接兼任および間接兼任のかたちでの人的結合の構造が明らかにされた。

　これら 3 つの産業においても，代表的企業の役員の直接兼任においては，他社の取締役会

における兼任関係はきわめて少なく，そのほとんどが監査役会における兼任をとおして築かれ

ていた。この点は，筆者のこの間の研究において考察を行った銀行業の場合 13）や鉄鋼業の場

合についても妥当する 14）。それゆえ，監査役会と取締役会のメンバーである役員による他社

の監査役会での直接兼任の状況を 3 大銀行（1965 年株式法後の 60 年代末頃の時期）との比較で

みると，合計 166 社において 201 件の兼任がみられたドイツ銀行 15），合計 151 社において

177 件の兼任がみられたドレスナー銀行 16），合計 103 社において 110 件の兼任がみられたコ

メルツ銀行との比較でみれば 17），本稿で分析を行った化学，電機，自動車の 3 つの産業にお

ける各企業のいずれにおいても，兼任のあった企業数も件数もかなり少なかった。同様のこと

は，これらの各社の監査役会および取締役会のメンバーが同一企業の監査役会において 2 件

以上の直接兼任がみられた企業についてもいえる 18）。

　また本稿において考察した 3 つの産業の企業間の比較でみると，電機産業の 2 大企業であ

る AEG およびジーメンスの役員（監査役会および取締役会のメンバー）による他社の監査役会で

の直接兼任がみられた企業数も件数も非常に多く，自動車産業のダイムラー・ベンツの水準も
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ほぼ同じであった。これら 3 社のそのような兼任のみられた企業数，件数のいずれでみても，

ドイツ銀行，ドレスナー銀行の水準にはおよばないとはいえ，同時期のコメルツ銀行の数値に

近く，産業企業としては非常に広範な人的結合の展開となっている。そのような状況は，これ

らの役員が他社の監査役会において 2 件以上の兼任関係を有していた企業のケースにも反映

している。化学産業のバイエルとヘキストはほぼ同じ水準であったが，BASF の役員による兼

任のみられた企業数，件数はやや少なく，自動車産業のフォルクスワーゲンの水準もそれにほ

ぼ一致している。これらの企業との比較でみると，自動車産業の BMW の役員による他社の

監査役会での直接兼任の水準は，企業数と件数のいずれでみても極端に少なかった。このこと

は，同社が同族企業であったために他社の監査役会への役員派遣による兼任の広がりという点

での制約が大きかったということによるものであるといえる。また前稿において考察を行った

鉄鋼業の代表的企業 8 社 19）との比較でみると，AEG，ジーメンス，ダイムラー・ベンツの 3

社にみられる直接兼任の水準は，企業数と件数のいずれでみても，鉄鋼業 8 社のなかで最も

多かったティセン，ヘッシュ，ライン製鋼の 3 社を大きく上回っている。またバイエル，ヘ

キスト，フォルクスワーゲンの 3 社の水準は，鉄鋼業のマンネスマンとザルツギッターの 2

社のそれとほぼ同じであった。

　ドイツ企業の役員兼任の実態については，多くの場合，産業企業の監査役会には銀行からの

兼任役員が存在しており，彼らは自らの出身銀行との業務上の関連などが基礎となりさらに第

3 の企業の監査役会ポストを兼任しているケースもみられる。その場合には，兼任関係が成立

していた企業数も件数も，多くの数となる。しかも，そのようなケースにも示されるように，

ある企業 A 社の監査役会メンバーが監査役会において直接兼任の関係を有している他社の B

社，さらに B 社の監査役会メンバーによる異なる企業 C 社の監査役会ポストの兼任というか

たちが成立しているとき，A 社と B 社という 2 つの企業の間のたんなる役員兼任による人的

結合のレベルを超えて，Ａ社をめぐる企業間の人的ネットワークが成立することになる。「A

社→ B 社」を「距離 1」，「B 社→ C 社」を「距離 2」としてとらえると，「距離 2」の範囲で

の A 社をめぐる監査役会を舞台とする企業間の人的ネットワークが成立することになる。こ

のネットワークをとおしてそれを構成する各社の間での情報の交換・共有が可能となり，それ

を基礎にして，企業間や産業間の利害，種々のコンフリクトなどが市場競争よりは協議におい

て調整されうることにもなる。

　それゆえ，企業間の役員兼任の構造についての筆者のこれまでの分析をふまえてつぎに問題

となってくるのは，上記のようなかたちで形成される企業間の人的ネットワークの構造を解明

することである。そこでは，各社の人的ネットワークがどのようになっているのか，そのまと

まりぐあいを意味する「凝集性」はどうか，またそのネットワークのなかで中心的な位置を占

める企業はどの企業であり，いかなる業種・産業の企業であるのかという点が重要な問題と
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なってくる 20）。こうした企業間の人的ネットワークの展開は，第 2 次大戦後における「分業

と専門化」の原理に基づく企業グループ体制の再編，企業グループ間での分業的関係に基づく

協調的体制 21）とあいまって，ドイツ資本主義の協調的特質を支える重要な構造的基盤をなす

ものである。この間の筆者の研究をふまえていえば，3 大銀行（ドイツ銀行，ドレスナー銀行，

コメルツ銀行），鉄鋼業の主要 8 社，化学産業の主要 3 社，電機産業の主要 2 社，自動車産業の

主要 3 社の合計 5 業種 19 社の人的ネットワークの構造の解明が重要な研究上の課題となって

くる。こうした問題の分析については，稿を改めてすすめていきたい。
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geornet, Jahrgang 1970/71 （Finanz- und Korrespondenz-Verlag, Berlin）に依拠して分析を行うが，

兼任，職位に関する記述の引用ページの記載に関しては，個別のケースごとに示すことは非常に煩雑

となるため，省略する。なお 3 大銀行の役員，これらの企業の役員の兼任先の企業での職位について

は，同書の記載は各社の営業報告書等の記載と一致しないこともあるが，分析の一貫性の確保のため

に，G. Mossner 編の資料の記載に基づいて考察を行っている。

9） 前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ鉄鋼業主要企業 8 社の役員兼任の構造」，Ⅲを参

照。

10） 同論文を参照。

11） 前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ 3 大銀行の役員兼任の構造」，Ⅳを参照。

12） 前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ鉄鋼業主要企業 8 社の役員兼任の構造」，Ⅳを参

照。

13） この点については，前掲拙稿「1965 年株式法以前の時期におけるドイツ 3 大銀行の役員兼任の構造」，

前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ 3 大銀行の役員兼任の構造」を参照。

14） この点については，前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ鉄鋼業企業 8 社の役員兼任

の構造」を参照。

15） 前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ 3 大銀行の役員兼任の構造」，24 ～ 25 ページ。

16） 同論文，30 ページ。

17） 同論文，35 ページ。

18） 同論文，27 ページ，32 ページ，37 ページ。

19） 前掲拙稿「1965 年株式法以後の時期におけるドイツ鉄鋼業主要企業 8 社の役員兼任の構造」を参照。

20） 社会的ネットワーク分析の手法を用いた研究では，ネットワークの「凝集性」は「密度」という概念

によって，またネットワークのなかでの個々の企業の重みづけは「中心性」という概念で表現され，

それらのいずれもが数量的に把握されうる。例えば仲田正機・細井浩一・岩波文孝『企業間の人的

ネットワーク―取締役兼任制の日米比較―』同文舘出版，1997 年，第 2 章を参照。

21） この点について詳しくは，前掲拙書，『企業経営の日独比較』，第１章，前掲拙書『現代のドイツ企

業』，第 2 章を参照。
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Interlocking Directorate of the Supervisory Board 
and the Managing Boards of Large German Enterprises 

of Chemicl Industry, Electrical Industry, 
and Automobil Industriy in Other Companies 

after the 1965 Corporations Law

Toshio Yamazaki ＊

Abstract

　German characteristics of industrial concentration included new developments in the 

industrial system that shared information and coordinated interests between industrial 

enterprises and banks and between corporations. Industrial systems based on inter-firm 

relationships are depply related with cooperative characteristic of German capitalism. Big 

business systems based on ties between industries and banks and between industrial 

enterprises were the cornerstone of German capitalism’s accumulation structure and were 

important processes in postwar German corporate development. A core element of such 

inter-firm relationships can be seen in personnel linkage through interlocking directrate 

between industrial enterprises as well as between industrial enterprise and bank. Members 

of the supervisory board and the board of directors of industrial enterprise as well as 

members of such top management organs of bank had some mandates of the supervisory 

board of bank and other industrial companies. Such interlocking derectrate served as a 

cooperative system among corporations themselves as well as between industries and banks.

　The author already considered conditions of the interlocking directorate of large German 

banks in the period before the 1965 Corporations Law. The 1965 Corporations Law 

regulated the number of supervisory board positions that one person may hold and 

significantly influenced on conditions of interlocking derectrate. Hence, the author also 

analyzed changes in the period after this law. In particular, the cases of Deutsche Bank, 

Dresdner Bank, and Commerzbank in the late 1960s were examined. Furthermore, the 

author discussed conditions of interlocking derectrate of eight representative enterprises in 

iron and steel industry as one of important key industries in the periond around the end of 

the 1960s. In this paper, conditions of interlocking derectrate of representative enterprises 
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in chemical industry, electrical industry, and automobile industry as other key industries in 

Germany during same period are considered.

Keywords:

Automobil industry・Bank・Board of directors・Chemical industry・Electrical industry・

Germany・Inter-firm relationship・Interlocking diretrate・Personnel linkage・Supervisory 

board 


